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１ 綾瀬市総合計画２０３０ 

綾瀬市総合計画２０３０は、本市が持続可能なまちとしてあり続けるために、令和３年度（２０２１年度）から令和１２年

度（２０３０年度）までの１０年間で目指すべきまちの姿を設定し、市政運営の基本となる方向性を定める計画です。 

今後のまちづくりや行政の課題に対する方向性を定めるため、本計画は次の基本構想と実施計画の２層で構成します。 

 

（１）基本構想 

目指すべき将来都市像や１０年後のまちに向けた理念を明らかにし、その実現に向けて、「育てる」「稼ぐ」「支える」の３つ

の基本方針を設定し、重点的、戦略的に実施する取り組みとして、１４の「戦略プロジェクト」を定めています。 

◆将来都市像        「緑と文化が薫るふれあいのまち あやせ」 

◆１０年後のまちに向けた理念「“つたえる”を大切にするまち “つながる”を生み出すまち」 

 

（２）実施計画 

実施計画とは、１４の戦略プロジェクトを構成する事業や各行政分野の政策事業について、３年程度を見据えて策定した個

別の事業計画を指します。基本構想で示す目指すまちの姿の実現に向けて、事業計画を具体的に位置付ける役割を果たします。 
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２ 実施計画の構成 

（１）実施計画に掲載する事業 

令和８年度に新規又は拡充として実施する実施計画事業に加え、総合計画に掲げる戦略プロジェクト達成に向けて貢献度の

高い事業、または、本市の主要政策かつ実施計画事業である事業を中心に掲載しています。 

また、掲載順については、「政策・施策体系別事業」として、行政が担う施策を「福祉・保健」「安心・安全」「都市づくり」

「産業振興」「文化・教育」「環境」「自治・行政」の７つの分野に区分し、各実施計画を政策・施策別に掲載しています。 

Ｐ.６０の索引（実施計画事業一覧）には、総合計画2030の計画期間が始まった令和３年度以降のすべての実施計画の事業名

を戦略プロジェクトへの該当、施策の分野・政策等の情報とともに掲載し、これまでの取り組みを一覧化しています。 

 

（２）戦略プロジェクトについて 

実施計画事業のうち、総合計画に掲げる１４の戦略プロジェクトの推進に資する政策的な事業については、関連するプロジ

ェクトを記載しています。 

 

・戦略プロジェクトとは 

 「育てる」「稼ぐ」「支える」の３つの基本方針に基づき、本市において緊急性、重要性が高く、かつ重点的、戦略的に     

実施する取り組みを「戦略プロジェクト」として位置付けており、次の５つの原則を基に定めています。 

 

①人口減少社会における課題解決に直結すること 

②本市の将来を見据え、１０年間で実現すべきビジョンを明確にしていること 

③優先的に取り組むべき課題に焦点を当て、実現可能性と効果が高いこと 

④市民と共に協力・連携しながら、取り組みを進めること 

⑤庁内横断的な取り組み・体制により、実現を図ること 
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３ 政策・施策体系別事業 
（１）政策・施策体系図 

  

分野 政策 施策 分野 政策 施策
１　地域で支え合う福祉活動 １　工業振興

２　高齢者福祉と社会参加 ２　企業誘致

３　 障がい者の自立と社会参加 ３　労働環境

４　社会保障

１　商業振興

１　健康づくり ２　観光振興

２　地域医療

３　スポーツ １　農業振興

２　農地保全

１　子育て支援

２　保育環境

３　青少年健全育成 １　学校教育

２　学校教育環境

１　防災危機管理体制 １　生涯学習

２　火災予防と消防力 ２　文化・芸術

３　災害に強いまちづくり ３　文化財の保護活用

１　防犯対策

２　交通安全対策 １　みどりの保全

３　市民相談 ２　環境負荷の低減

１　基地対策 １　生活環境の保全

２　基地との新たな関わり ２　資源の利活用

１　総合的土地利用 １　コミュニティづくり

２　産業の拠点形成 ２　多文化共生

１　公共交通ネットワーク １　人権擁護

２　道路ネットワーク ２　平和活動

３　 歩行者･自転車ネットワーク

１　効果的・効率的な行財

　　政経営

１　住宅 ２　シティプロモーション

２　景観 ３　人材育成・研修

３　公園 ４　公共施設マネジメント

４　下水道 ５　ＩＣＴの利活用

５　河川

２ 都市基盤 ２ 人権・平和

３ 行政経営

３ 都市環境

２ 安心
６　環境 １ 自然環境

３ 基地 ２ 生活環境

３　都市づくり １ 土地利用 ７　自治・行政 １ コミュニティ

３ 農業

３ 子ども・子育て

５　教育・文化 １ 教育

２　安全・安心 １ 防災 ２ 生涯学習

２ 商業・観光
２ 健康・医療

１　福祉・保健 １ 福祉 ４　産業振興 １ 工業
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（２）「政策・施策体系別事業一覧」の見方 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策ごとに、R8 年度の新規・拡充事業、前年度

以前から実施されている実施計画事業を指す 

主要継続事業を掲載しています。 

事業と特に関連のあるＳＤＧｓ（持続

可能な開発目標）を示しています。 

事業が該当する戦略プロジェクト(p.7)の略称を

示しています（該当しない場合は未記入です）。 

指標の目標値を年度  

ごとに示しています。 
基準値・目標値の  
単位を示していま
す。 

事業の成果等を図る際、参

考となる指標（重要業績評

価指標）を示しています。 

取り組む事業の名称を示しています。

（同一の事業が複数の施策に関連している

場合は、主となる施策以外の施策について

は、事業名の前に「（再掲）」と表記していま

す。 

目標値の設定にあたっての基準値

を示しています。「－」となってい

るものは、新規等の事業により基準

値がないことを示しています。 

当該事業を担当する所属名

を示しています。 

新規・拡充・主要継続事業の該当

区分を示しています。 

分野・政策・施策ごとに仕分けています

（詳細は p.5 分野別施策体系図をご覧くださ

い）。 
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４ 戦略プロジェクト一覧 
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５ SDGｓの取組み 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、２０１５年の国連サミットで採択された、世界の

都市に共通した普遍的目標です。 

「誰一人取り残さない」持続可能で、多様性と包摂性のある社会を実現するため、２０３０年を年限とする１７のゴール（目

標）、その下に１６９のターゲットが定められ、地方自治体も含んだ幅広い関係者の連携が重視されています。 

本市としても、国際社会の普遍的目標であるＳＤＧｓに貢献する視点に立ち、あらゆる施策・事業においてＳＤＧｓを意識

して取り組んでいく必要があることから、政策・施策体系別事業一覧において、事業ごとに特に関わりの深い１７のゴールを

紐づけています。ＳＤＧｓの１７のゴールは、以下のアイコンで表されます。 

 

 

 



指
標

① 食料支援活動団体の補助団体数
単
位

S
D
G
s

（３）政策・施策体系別事業一覧

分野 1 福祉・保健

政策 1 福祉

施
策
 
1
 
地
域
で
支
え
合
う
福
祉
活
動

拡　充 　食料支援団体活動支援補助金 生活支援課

概
要

　既存の食料支援活動団体への支援を継続しつつ、地域移行を図るため、新たに食料支援活動団体を立ち
上げるための支援及びサポートを行う者・団体に対して補助を行うことで、各地域での取り組みを活性化
させる。

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・活動中の食料支援活動団体の支援
・地域資源の発掘、開拓を推進
・新規活動団体の育成支援

・同左 ・同左

0（R6） 1 1 ―

R
9

5 R
1
0

6

② 新規活動団体の支援団体数 団体

団体
基
準
値

2（R6）
目
標
値

R
8

4

9



高齢介護課

指
標

単
位

基
準
値

目
標
値

分野 1 福祉・保健

政策 1 福祉

施
策
 
2
 
高
齢
者
福
祉
と
社
会
参
加

新　規 　新規介護職員就労・定着奨励事業

概
要

14 15① 申請者数 人

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・関係機関への制度説明及び周知
・市民への広報
・申請受付
・奨励金支給

・同左 ・同左

　介護人材確保のため、資格取得後一定期間内に綾瀬市内の介護保険事業所へ就労し、且つ一定期間就労
継続した者に対し、奨励金の支給を行う。

S
D
G
s

9

介護支援専門員新規就労者数の増

R
8

R
9

R
1
0

12
（R3～R6平均）

11 10① 介護支援専門員退職率の減 ％

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・各施設に対し制度の説明と活用の促進
・申請受付
・奨励金支給

・同左 ・同左

概
要

　本市において従事する介護支援専門員の確保・定着のため、市内事業所に３か月以上就労し、かつ、申
請年の10月から12月の平均担当ケアプラン数が20件以上の介護支援専門員に対し、法定研修費用の助成を
含む就労定着奨励金の支給を行う。

S
D
G
s

新　規 　介護支援専門員就労定着奨励事業

16―

人
9

（R3～R6平均）
10 11 12

80

高齢介護課

指
標

単
位

基
準
値

目
標
値

R
8

R
9

R
1
0②

② １年後の継続率（2回目申請率で評価） ％ ― ― 80

10



高齢介護課

② 訪問調査、認定審査会事務対応時間 時間
6,000

（R2～4平均）
4,500 4,500 4,500

概
要

　今後も増加が見込まれる介護認定申請を円滑に処理できる体制を構築するため、タブレットやPC等のデ
ジタル機器を活用して介護認定業務の効率化を図り、介護保険サービスが円滑に受けられるようにしま
す。

S
D
G
s

指
標

①

指
標 ① 工事進捗率

単
位

％
基
準
値

― ―
目
標
値

R
8

100
R
9

―
R
1
0

申請から認定までの平均日数
単
位

日 基
準
値

45
（R2～4平均） 目

標
値

政策 1 福祉

施
策
 
2
 
高
齢
者
福
祉
と
社
会
参
加

新　規 　市老人クラブ連合会事業の委託化

概
要

　市老人クラブ連合会事業の安定的な継続と質の向上を目的として、市老人クラブ連合会における事務に
ついて綾瀬市社会福祉協議会に外部委託を行う。

分野 1 福祉・保健

高齢介護課

指
標

単
位

基
準
値

目
標
値

R
8

R
9

R
1
0② 事業参加者数 人

847
（R5～R6平均）

人

847 847 847

主要継続 　介護認定における訪問調査及び認定審査会の電子化

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・市老連事務局の運営
・グランドゴルフ大会などの市老連事業の実施

・同左 ・同左

S
D
G
s

概
要

　高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心して介護サービスや相談を受けられる環境づくりを推進する
ため、特別養護老人ホームを整備する事業者へ、整備費の一部を補助します。

S
D
G
s

80

主要継続 　特別養護老人ホームの整備

70
（R5～R6平均）

74 77① 新規会員数

R
8

30
R
9

30 R
1
0

30

高齢介護課
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主要継続 　就労相談支援業務 障がい福祉課

指
標

① 就労定着率
単
位

％ 基
準
値

80（R2） 目
標
値

R
8

80

概
要

　施設の老朽化や生活介護に必要なスペースが十分に確保できないことから、現在のばらの里を廃止し、
新たに医療的ケアが必要な重度障がい者を受け入れ、入浴設備及び排泄介護が行えるスペースを有する民
設民営施設を公募し、民間活力を活用した質の高い生活介護サービスについて、令和12年度からの提供開
始を目指します。

S
D
G
s

指
標

R
8

・再公募の実施、整備運営事業者の募集・決定
・整備運営事業者との協議・支援
・現施設の指定管理運営

R
9

R
9

80 R
1
0

80

② 就労相談数 人 39（R2） 30 30 30

S
D
G
s

指
標

① 緊急事態発生時の対象者の受入率
単
位

％
基
準
値

100（R6）
目
標
値

R
8

21 28 35

R
9

100 R
1
0

100

②
障害支援区分認定を受けているもののうち、
事業の利用登録をしている者の割合

％ 14（R6）

・整備運営事業者との協議・支援
・現施設の指定管理運営

R
1
0

・整備運営事業者との協議・支援
・現施設の指定管理運営

概
要

　就労相談支援で一般就労をした障がい者が、離職せず長期で就労を継続できるよう、障がい者及び勤務
先へ、電話や訪問により定期的に連絡を取り、必要な助言や調整などの支援を行います。

S
D
G
s

主要継続 　障がい者緊急受け入れ体制の整備 障がい福祉課

概
要

　障がい者が地域で安心して生活できる環境を整備するため、１８歳以上の障がい者（身体・知的・精神
等）の介護者が、急病等の不測の事態により一時的に介護することができなくなった際、４８時間を上限
として市内の短期入所施設に一時的に入所できる体制を整備します。

分野 1 福祉・保健

政策 1 福祉

　
施
策
 
3
 
障
が
い
者
の
自
立
と
社
会
参
加

主要継続 　ばらの里再編事業 障がい福祉課

100

12



内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・医療費、診断書料の支給
・家計改善を図るための転居費用支給

・同左 ・同左

　自立の可能性があるが、費用が捻出困難である相談者に対し、一時的に居所を確保するための費用や福
祉サービス利用のための医療費、診断書作成料等を早期に支給する。また、居住に関する相談員を配置
し、寮付の勤務先や転居先等の居所確保を目指し、安定した生活を送ることができるように支援する。

S
D
G
s

分野 1 福祉・保健

政策 1 福祉

施
策
 
4
 
社
会
保
障

新　規 　生活再建支援事業 生活支援課

概
要

R
1
0

3

② 生活再建に至った割合 ％ ― 100 100 100

―
目
標
値

R
8

2
R
9

3
指
標

① 医療費、診断書料、転居費用等の支給件数
単
位

世帯
基
準
値

戦略–支2 保険年金課

指
標

① 事業実施圏域数
単
位

圏域
基
準
値

3（R6）

主要継続 　高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施

概
要

　75歳以上の後期高齢医療制度加入者を対象に、ハイリスクアプローチ事業（高齢者に対する個別的支援
事業）とポピュレーションアプローチ事業（通いの場等への積極的な関与等事業）の実施地域を拡大しま
す。また、事業実施に不可欠な専門職を確保するため一部業務を民間委託にて実施します。

S
D
G
s

4

②
委託事業数（ハイリスクアプローチ、ポピュ
レーションアプローチ）

事業 0（R6） 3 4 4

目
標
値

R
8

4
R
9

4 R
1
0

13



63(R6)
目
標
値

R
8

80
R
9

80 R
1
0

80

② リハビリテーション専門職派遣事業所数 事業所

S
D
G
s

5(R6) 5 5 5

指
標

① 転倒予防教室参加者数
単
位

人
基
準
値

分野 1 福祉・保健

政策 1 福祉

施
策
 
4
 
社
会
保
障

主要継続 　学習支援クーポン支給事業 生活支援課

概
要

主要継続 　フレイル予防の推進 戦略-支2 地域包括ケア推進課

概
要

② 生活保護世帯の学習支援割合 ％ 22.2（R5） 50 50

R
8

100
R
9

100 R
1
0

100

50

指
標

① 制度認知率
単
位

％
基
準
値

―
目
標
値

　生活保護受給世帯及び就学援助受給世帯の中学生を対象とした既存の学習機会の確保を目的とした学習
支援事業では、指導者の不足により対応しきれないことなどから、対象の中学３年生に対し、学習塾、家
庭教師、通信教育等の利用にかかる費用の助成を行うことにより、学校外での学習体験格差を解消するた
めの支援を行います。

S
D
G
s

　リハビリテーションに関する専門的知見を有する者を介護サービス事業所へ派遣することで、高齢者の
有する能力を評価し改善の可能性を助言する等、介護職員の介護予防に関する技術的支援を行うほか、各
種フレイル予防の取り組みを実施し、生きがい・役割をもって元気に生活し続けられる高齢者を増やしま
す。

14



市職員による利用促進事業の実施回数
　

指
標

① インフルエンザ予防接種率
単
位

％
基
準
値

―
目
標
値

R
8

60
R
9

60 R
1
0

60

②
中学3年生における学級閉鎖及び休校期間の
減少

日 18日（R5) 前年度より減少

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・事業周知
・給付金の支給

・同左 ・同左

指
標 ①

主要継続 　中学３年生のインフルエンザ予防接種費用の助成 こども家庭センター

概
要

　充実した学校生活への支援を行うため、中学３年生を対象にインフルエンザの罹患を予防するための不
活化ワクチン（注射）又は、弱毒生ワクチン（点鼻）の接種費用の一部を助成します。

S
D
G
s

給付金を受給した妊婦の割合
単
位

％
基
準
値

―
目
標
値

R
8

前年度より減少 前年度より減少

100
R
9

100
R
1
0

100

分野 1 福祉・保健

政策 2 健康・医療

施
策
 
1
　
健
康
づ
く
り

新　規 　あやせ子育てスタート応援給付金 戦略-育1 こども家庭センター

概
要

　「綾瀬で子育てをしたい」と思える子育て施策の一つとして、新たに子育て支援のための市独自の給付
金を支給します。子育てがスタートする妊娠時に1万5千円を給付することで、これから子どもを産み育て
る方を応援します。

S
D
G
s

15



市職員による利用促進事業の実施回数

②
支援が必要な妊婦へのサポー
トプラン作成割合

％ 100（R7） 100 100 100

単
位

％
基
準
値

100（R7）
目
標
値

R
8

100
R
9

100 R
1
0

100
指
標

① 産科医療機関における周知

こども家庭センター

概
要

　低所得世帯妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、妊娠の初期段階における母子に対する支援を強化
し、妊娠期からの切れ目のない支援体制を構築するため、初回の産科受診料の費用を助成します。

S
D
G
s

指
標

① 受診券の交付率
単
位

％
基
準
値

100（R7）
目
標
値

R
8

100
R
9

100 R
1
0

100

② 健康診査受診率 ％ 53（R7) 60 70 80

戦略-育1

分野 1 福祉・保健

政策 2 健康・医療

主要継続 　１か月児健康診査費用の助成 戦略-育1 こども家庭センター

施
策
 
1
　
健
康
づ
く
り

概
要

　疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことでその進行を未然に防止するとともに、養育者へ
の育児に関する助言を行うことで、乳児の健康の保持及び増進を図ります。

S
D
G
s

主要継続 　初回産科受診料の助成

16



医療健康課

分野 1 福祉・保健

政策 2 健康・医療

施
策
 
1
　
健
康
づ
く
り

主要継続 　親子で食育体験教室事業委託 戦略-支2

② 参加者満足度 点

指
標 ① ウィッグ助成金利用者数

概
要

　抗がん剤治療等による外見の変化（脱毛）に起因する精神的及び経済的な不安を軽減するとともに、社
会参加の支援や療養生活の質の向上を図るため、ウィッグ購入の助成を行います。

S
D
G
s

単
位

人
基
準
値

38（R6）
目
標
値

R
8

36
R
9

36
R
1
0

36

こども家庭センター

概
要

　年長児～小学生とその保護者に対し、親子それぞれに必要な食や健康の知識、調理・共食による楽しさ
を啓発するため、高度な専門性を有する学校法人（管理栄養士を養成する大学）に委託して、食育体験教
室を実施します。

S
D
G
s

指
標

① 事業定員数に対する参加率

単
位

％
基
準
値

―
目
標
値

R
8

90

R
9

95
R
1
0

100

― 3.5 4 4.5

主要継続 　がん患者ウィッグ購入費助成事業

17



医療健康課

医療健康課

概
要

　市内一次医療機関の充実を図ることを目的に、市内に不足する小児科診療所を開設しようとする者等に
対して、財政支援を行います。

S
D
G
s

主要継続 　小児科診療所の開業支援

指
標 ① 人口10万人あたりの小児科系診療所数

単
位

診療所数
/10万人
（人口）

基
準
値

8.34（R2）
目
標
値

R
8

8.34

分野 1 福祉・保健

R
9

9.59
R
1
0

10.84

拡　充 　病院誘致に向けた医療系コンサルタントの活用

政策 2 健康・医療

施
策
 
2
　
地
域
医
療

概
要

　二次救急医療機関誘致等地域医療総合調査の結果・分析に基づいた本市の課題を解決するための戦略立
案や誘致活動を行うために、医療系コンサルタントを活用する。

S
D
G
s

指
標 ① 事業進捗率

単
位

％
基
準
値

―
目
標
値

R
8

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・委託契約締結
・病院誘致を始めとした医療資源確保のコンサル
　ティング

― ―

100
R
9

―
R
1
0

―

18



指
標 ① 両市連携スポーツ教室の年間参加者数

単
位

人
基
準
値

目
標
値

R
8

55
R
9

60
R
1
0

60

概
要

　夏休み期間の小学校プール開放を終了することに伴い、夏休み期間中に小学生が水に親しむ場として、
初心者対象の水泳教室を開催します。

S
D
G
s

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・水泳教室の実施 ・同左 ・同左

指
標 ① 水泳教室の参加者数 ―

目
標
値

R
8

150
R
9

150
R
1
0

150

戦略-支2 スポーツ課

　市民の健康増進、運動習慣の定着を図るとともに、スポーツ振興を図るため、ホームタウンチームＳＣ
相模原やノジマステラ神奈川相模原とのサッカー教室をはじめ各種スポーツ教室や、市民デーの開催な
ど、スポーツ事業をさらに促進します。

S
D
G
s

　ホームタウンチームＳＣ相模原・ノジマステラ神奈川相模原との連携事業 スポーツ課

概
要

―
目
標
値

R
8

110
R
9

120
R
1
0

130

戦略-支2

主要継続 　ホームタウンチームを活用した健康スポーツ事業の開催

分野 1 福祉・保健

政策 2 健康・医療

施
策
 
3
　
ス
ポ
ー
ツ

新　規 　小学生初心者水泳教室 スポーツ課

概
要

　市民の健康増進及び運動習慣の定着を図るとともにスポーツ振興を図るため、綾瀬スポーツ公園及び大
和ゆとりの森を活用し、綾瀬市及び大和市の子どもたちを対象としたスポーツ事業（サッカー教室及び健
康関連等の出展ブースを予定）を開催します。

S
D
G
s

単
位

人
基
準
値

主要継続

① スポーツ教室の年度末在籍者数
単
位

人
基
準
値

49（R5）
指
標

19



128

② 養育環境の改善割合 ％ ― 100 100 100

戦略-育1

概
要

　支援が必要であるにも関わらず市や地域における支援に繋がっていない家庭など、関りが必要な家庭に
対し育児用品等の配布を契機として家庭の状況の把握を行い、継続的な支援に繋げます。

S
D
G
s

こども家庭センター

こども家庭センター

こども家庭センター

概
要

　養育環境が深刻な状況になる前に、訪問支援員を家庭に派遣することで養育環境の改善を図ると同時
に、市の継続的な支援体制に繋げます。

S
D
G
s

指
標

① 事業利用者延べ人数
単
位

人日

100

主要継続 　こども家庭センターにおける相談体制の強化 戦略-育1

概
要

　子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化している状況等を踏まえ、相談支援等の質の向上を
図るため、「こども家庭ソーシャルワーカー」を配置し、包括的な支援体制の強化に取り組みます。

S
D
G
s

指
標 ① こども家庭ソーシャルワーカー資格取得済者数

単
位

人

130 R
1
0

施
策
 
1
 
子
育
て
支
援

主要継続 　子育て世帯サポート事業 戦略-育1

基
準
値

―
目
標
値

R
8

133

主要継続 　子育て支援訪問事業 

64（R5）
目
標
値

R
8

100
R
9

100
R
1
0

分野 1 福祉・保健

指
標 ① 訪問における初回面接率

単
位

％
基
準
値

政策 3 子ども・子育て

基
準
値

5（R7）
目
標
値

R
8

7
R
9

9
R
1
0

10

R
9

20



指
標 ① 参加者満足度

単
位

点
基
準
値

―
目
標
値

R
8

4
R
9

4.5
R
1
0

5

指
標 ① 参加者満足度

単
位

政策 3 子ども・子育て

施
策
 
1
 
子
育
て
支
援

主要継続 　非認知能力向上事業 戦略-育1

概
要

　コミュニケーション力向上と非認知能力の周知を図るため、コミュニケーション力講座の開催に加え、
非認知能力に関するリーフレットを作成し、１歳６か月児健診と３歳６か月児健診時に配布します。

S
D
G
s

5
目
標
値

R
8

4
R
9

4.5
R
1
0

こども家庭センター

こども家庭センター

概
要

　子の非認知能力向上や虐待予防を図るため、子育てに不安を抱えていたり、子育てが苦手で支援が必要
な未就学の子を持つ親を対象に、感情のコントロールや集中力・想像力・創造力・自己肯定感等を高める
『心と身体を癒すマインドフルネス講座（リラクゼーション）』を実施することで、子どもの情緒が安定
し健全な成長ができる環境を形成します。

S
D
G
s

主要継続 　非認知能力向上促進事業（心と身体を癒すリラクゼーション講座） 戦略-育1

点
基
準
値

―

分野 1 福祉・保健

21



14 14
目
標
値

R
8

R
9

R
1
0

① 事業実施施設数 施設 ― 2 4

指
標

単
位

基
準
値

概
要

　民間保育所等における睡眠中の事故を防止するための備品等を購入する場合に、その費用に係る補助金
を交付します。また、公立保育園2園が子どもの安全対策の強化を行い、市全体の保育水準の向上及び先行
事例となることで補助金活用の促進に寄与します。

S
D
G
s

分野 1 福祉・保健

政策 3 子ども・子育て

施
策
 
2
 
保
育
環
境

主要継続 戦略-育1 保育課

午睡チェック機器を導入したことで安全性が
向上した施設数（累計）

施設① 1（R6） 14

　保育所等における睡眠中の事故防止

2

② 利用延べ人数 人/日 ― 12 24 40

指
標

単
位

基
準
値

R
8

目
標
値

R
9

R
1
0

概
要

　全ての子どもの育ちを応援するため、生後6か月から3歳未満の子どもを対象に、月一定時間までの利用
可能枠の中で就労要件を問わずに保育所等で保育を提供します。

S
D
G
s

主要継続 　こども誰でも通園制度 戦略-育1 保育課
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分野 1 福祉・保健

政策 3 子ども・子育て

施
策
 
2
 
保
育
環
境

主要継続 戦略-育1 保育課

概
要

　特定の判定は受けていないが発達上の特性から幼稚園の生活において困難を抱えており、特別な支援が
必要と考えられる子ども(以下、「気になる子」という）を預かる幼稚園教諭の働く環境を改善するため、
気になる子の幼児教育にかかる人件費の一部を助成します。

S
D
G
s

指
標 ①

気になる子に対応する幼稚園教諭を充実させ
た施設数

単
位

園

516

S
D
G
s

指
標

① 負担軽減が図られた公立保育所等の保護者数

単
位

人
基
準
値

539（R4）
目
標
値

R
8

基
準
値

0（R5）

　幼稚園雇用環境改善事業

目
標
値

R
8

10
R
9

10
R
1
0

R
9

516 R
1
0

516

② 負担軽減が図られた公立保育所等の保育士数 人 133（R4） 134 134 134

10

主要継続 　保育所等紙おむつ処理事業 戦略-育1 保育課

概
要

　使用済み紙おむつを保護者が持ち帰らなくて済むようにするため、民間保育所等については、紙おむつ
の処分費用に要する費用の一部を補助するとともに、公立保育所についても紙おむつの処分を実施しま
す。
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・同左 ・同左

令和9年度 令和10年度

・民間事業者による業務委託を実施
・こどもの居場所となる環境づくりを実現
・体験活動となるイベント事業を充実化

分野 1 福祉・保健

政策 3 子ども・子育て

拡　充 戦略-育1 児童青少年支援課

指
標

① 児童館の利用者数（３館計）
単
位

人
基
準
値

26,314
(R6) 目

標
値

R
8

27,000
R
9

27,500 R
1
0

28,000

② 児童館のイベント実施数（３館計） 回 104(R6) 480 480 480

児童館運営業務委託

概
要

　市内に３館ある児童館について、こどもの声を聞いた運営や環境づくり、体験活動の充実など、こども
大綱で掲げられた居場所づくりを実現するため、民間事業者による業務委託を開始する。

S
D
G
s

内
容

事
業

令和8年度

拡　充 児童青少年支援課

概
要

　子どもたちの交流の場が失われつつある中、地域で活動する青少年健全育成会の事業を拡充し、新たに
小学校区単位でのイベントを実施することで、体験活動の場を提供する。

S
D
G
s

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・青少年健全育成会による企画、運営を実施
・小学校全校でそれぞれ全児童を対象に実施

・同左 ・同左

青少年健全育成団体活動の事業の充実 戦略-育1

指
標 ① 小学校区単位でイベント実施

単
位

―
基
準
値

各校区１回ずつ

目
標
値

R
8

実施
R
9

実施
R
1
0

実施

施
策
 
3
 
青
少
年
健
全
育
成
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R
1
0

R
9

R
8

目
標
値

基
準
値

単
位

指
標

0（R5）
目
標
値

R
8

100
R
9

100
R
1
0

100

② 制度の対象となる世帯の利用割合 ％ 0（R5） 100 100 100

S
D
G
s

分野 1 福祉・保健

政策 3 子ども・子育て

施
策
 
3
 
青
少
年
健
全
育
成

主要継続 　ドリームプレイウッズ利活用促進事業 戦略-育1 児童青少年支援課

概
要

　自然の中で自主性・創造性を育める施設であるドリームプレイウッズを恒久的な施設として有効活用す
るため、市が用地を購入し、出入口の整備や外構工事等の安全対策を講じ、社会教育施設として冒険遊び
場に位置付け、子どもたちの新たな居場所及び多世代が交流する場所にします。

19,000

保育課

指
標

① 減免制度を利用するクラブの割合
単
位

％

概
要

　放課後児童クラブを必要とする人がより利用しやすくするため、子育てと生計の維持を一人で担うひと
り親家庭に対し保育料を助成することで、育児と仕事の両立の促進を図ります。

S
D
G
s

主要継続 　放課後児童クラブ保育料助成金

基
準
値

戦略-育1

18,000 18,500① ドリームプレイウッズの利用者数 人
18,000
（R6）
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分野 2 安全・安心

政策 1 防災

施
策
 
1
 
防
災
危
機
管
理
体
制

危機管理課戦略-支3新　規

単
位

％
基
準
値

―
目
標
値

R
8

30
R
9

指
標 ① 各種計画の改訂及び策定の進捗率

単
位

％
基
準
値

0（R5）
目
標
値

R
8

60
R
9

100
R
1
0

―

100

概
要

　災害時における避難所等での給水活動が円滑にできるよう、応急給水用タンクを整備します。

S
D
G
s

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・備蓄倉庫へ配備 ・同左 ・同左

指
標

①
応急給水タンク取扱い訓練実施率（各避難
所における訓練実施率）

応急給水用タンク購入事業

主要継続 　地域防災計画等改訂業務 戦略-支3 危機管理課

概
要

　さまざまな災害から市民の生命・財産を守るため、各種計画（「地域防災計画」（地震編、風水害
編）、「業務継続計画」（地震編、感染症編）、「国民保護計画」（避難マニュアルを含む。）及び「受
援計画」）の改訂及び策定を行います。

S
D
G
s

70 R
1
0

100

②
県企業庁との合同による給水訓練実施率
（各避難所への給水訓練実施率）

％ ― 30 70
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政策 1 防災

分野 2 安全・安心

目
標
値

R
8

45
R
9

75
R
1
0

100

20
R
9

20
R
1
0

戦略-支3

施
策
 
1
 
防
災
危
機
管
理
体
制

概
要

目
標
値

R
8

単
位

回
基
準
値

20（R3）

主要継続

概
要

　防災意識啓発

指
標 ① 個別避難計画の作成率

単
位

％
基
準
値

0（R5）

　高齢者や障がい者などの要配慮者のうち、自ら避難することが困難な避難行動要支援者の災害時の避難
支援等を実効性のあるものとするため、民生委員や福祉専門職等の地域や日常の支援者と連携して、個別
避難計画を作成します。

S
D
G
s

危機管理課・福祉総務課・障がい福祉課
・高齢介護課・地域包括ケア推進課

20

　避難行動要支援者個別避難計画作成事業 戦略-支3

危機管理課

　市民等の防災意識の向上のため、総合防災訓練や講演会等を実施するとともに、自主防災訓練等を通じ
て啓発を行います。また、小・中学校を対象とした防災教育を推進します。

S
D
G
s

主要継続

指
標 ① 防災訓練や講演会等の実施回数
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R
1
0

75

分野 2 安全・安心

政策 1 防災

新　規 消防総務課消防団の機能・能力強化 戦略-支3

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度

施
策
 
2
 
火
災
予
防
と
消
防
力

令和10年度

・機能別消防団の条例等整備
・消防職・団ＯＢ等へのアプローチ

・消防職・団ＯＢへの入団勧誘継続
・消防職・団ＯＢへの入団勧誘継続
・令和11年度以降継続に向けた効果測定（入団
条件の拡充を検討）

指
標

新　規 戦略-支3 消防総務課

概
要

　地域消防力の要ともいえる消防団の強化目的として、機能別消防団を設置することにより地域消防力の
強化を図る。

S
D
G
s

機能別消防団による地域消防力の強化事業

R
9

50

概
要

　消防団員の活動環境改善のため、各分団へ軽自動車（トラック）を配備することで消防団員の負担軽減
と地域防災力の強化を図る。

S
D
G
s

① 機能別消防団員充足率
単
位

％
基
準
値

―
目
標
値

R
8

―

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・車両の購入 ・車両の運用継続 ・同左

100
R
9

100
R
1
0

100
指
標 ① 車両の配備率

単
位

％
基
準
値

―
目
標
値

R
8
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分野 2 安全・安心

政策 1 防災

施
策
 
2
 
火
災
予
防
と
消
防
力

主要継続 　VR消火訓練資器材導入事業 戦略-支3 予防課

概
要

　「ＶＲ消火訓練資器材」を導入し、リアリティのある訓練を実施することでより効果的な訓練を実施し
ます。

S
D
G
s

指
標

R
9

180
R
1
0

180

② 訓練参加人数 人 6,791（R4） 8,300 8,300 8,300

① 消防訓練回数
単
位

回
基
準
値

87（R4）
目
標
値

R
8

180

指
標

R
8

終末処理場汚泥処理棟の建築部分の工事を実施
R
9

終末処理場汚泥処理棟の建築部分の工事を実施
R
1
0

終末処理場汚泥処理棟・上土棚中継ポンプ
場の建築部分の工事を実施

施
策
 
3
 
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

主要継続 　下水道管施設（管きょ・終末処理場）の耐震化 戦略-支3 下水道課

概
要

　大規模な震災時においても衛生環境及び住環境を維持するため、下水道施設の耐震補強工事を実施しま
す。

S
D
G
s
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道路管理課

概
要

　安全で安心な道路環境の維持向上を図るため、交差点において、歩行者が車両に巻き込まれる事故の防
止に向け、対策が必要な８２交差点に交通安全施設（車止めポール）を設置します。

S
D
G
s

施
策
 
2
 
交
通
安
全
対
策

指
標 ①

交通安全施設（車止めポール）設置工事整
備率

単
位

％
基
準
値

28(R2)

主要継続 　交通安全施設（車止めポール）設置工事

100
R
9

―
R
1
0

―
目
標
値

R
8

危機管理課

　犯罪のない安全で安心なまちづくりを目指し、自治会等の地域団体が行う防犯カメラの設置に要する費
用の一部を補助する事業を実施します。

S
D
G
s

概
要

― 60 70

自治会数に占める、本事業に基づく防犯カ
メラを設置した自治会の割合

％ 0（R5） 30

主要継続 戦略-育3

①

　防犯カメラ設置費補助事業

40

指
標

単
位

基
準
値

目
標
値

R
8

R
9

②
体感治安指数(治安に対する体感指数）の向
上（市民アンケートにおいて、「治安が良
い」とする割合）

65

50

％

R
1
0

施
策
 
1
 
防
犯
対
策

政策 2 安心

分野 2 安全・安心

30



施
策
 
2
 
基
地
と
の
新
た
な
関
わ
り

基
準
値

―
目
標
値

R
8

１事業以上
R
9

１事業以上
R
1
0

１事業以上

主要継続 　基地の活用、日米交流の促進 基地政策課

概
要

　厚木基地を地域の資源として活用するため、観光資源化、施設の共同使用、日米交流を促進します。

S
D
G
s

指
標 ①

民間レベルを含めた基地の有効活用に係る
新規事業数

単
位

事業

施
策
 
1
 
基
地
対
策

指
標

単
位

基
準
値

目
標
値

R
8

R
9

1（R3）
R
1
0

1回以上 1回以上 1回以上

分野 2 安全・安心

政策 3 基地

主要継続 　厚木基地に関する要請等の活動 基地政策課

概
要

　厚木基地による市民負担の軽減のため、騒音の低減や住宅防音工事などの騒音対策の充実、航空機の安
全対策の徹底等を政府や米国に求めます。

S
D
G
s

① 基地対策に係る要請活動 回
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分野 3 都市づくり

政策 1 土地利用

施
策
 
1
　
総
合
的
土
地
利
用

新　規 都市計画課

概
要

施
策
 
2
 
産
業
の
拠
点
形
成

内
容

事
業

立地適正化計画の策定

概
要

　急速な人口減少と高齢化に伴い生じる都市問題を解決するために、都市構造を「集約型」に転換してい
くことにより、都市の持続可能性の確保を図ります。

S
D
G
s

新　規 都市整備課

令和9年度 令和10年度

・計画準備、課題の分析
・基本的な方針、誘導施設・都市機能誘導区域等の
検討
・立地適正化計画策定委員会の運営支援

・居住誘導区域、誘導施策、防災指針等の検討
・計画素案のとりまとめ
・住民説明会の開催
・計画策定

・事前届出制度の開始

指
標

R
8

関連計画整理、課題分析、誘導区域・施設検討
等を行い、計画策定に向けた基盤を固める。

R
9

居住誘導、誘導施策、防災指針、目標値を具体
化し、住民意見を反映した計画を策定。

R
1
0

事前届出制度の開始

内
容

事
業

令和8年度

令和10年度

・落合・吉岡土地区画整理組合設立準備会に対する
組合設立に必要な技術的・財政的支援の実施

・同左 ・同左

工業系新市街地の整備（落合・吉岡地区）

指
標

R
8

・落合・吉岡土地区画整理事業への支援を実施
R
9

・落合・吉岡土地区画整理事業への支援を実施
R
1
0

・落合・吉岡土地区画整理事業への支援を
実施

　綾瀬スマートインターチェンジの交通機能を有効活用し、企業立地による地域経済の活性化や雇用の創
出を図るため、土地区画整理事業により都市基盤整備と企業の受け皿となる用地を確保します。

S
D
G
s

令和8年度 令和9年度

32



　

R
8

S
D
G
s

施
策
 
1

626 R
1
0

R
8

コミュニティバス再編計画案関係機関等調整・
AIデマンド型交通の実証実験・データ検証

R
9

道路管理課

S
D
G
s

R
1
0

35.7

公共用地課　幹線道路等整備事業 戦略-支4

35.3

S
D
G
s

単
位

R
9

35.3

主要継続

分野 3 都市づくり

政策 2 都市基盤

戦略-支4 都市整備課

概
要

指
標

コミュニティバス再編計画案修正・コミュ
ニティバス再編計画案関係者説明・AIデマ
ンド型交通の本格運行開始

単
位

人
基
準
値

1,879（R3）
目
標
値

R
8

940

R
1
0

R
9

100

470

100 100

公
共
交
通

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

コミュニティバス運行の見直し検討業務（新交通システムの実証実験）

　新交通システムとされるAIデマンド型交通の実証実験を行い、収集したデータを基に、コミュニティバ
スの再編やAIデマンド型交通の導入について、検討を進め、公共交通の利便性向上を図ります。

コミュニティバス再編計画案関係機関等調整・
AIデマンド型交通の実証実験・データ検証

主要継続 　道路台帳電子化推進事業

概
要

　道路台帳の確認や調査において、利用者の利便性向上と窓口業務の効率化を図るため、道路台帳の電子
化を行い、インターネット上で参照できる仕組みの導入など、来庁せずに確認、調査できる環境を形成し
ます。

施
策
 
2
 
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

概
要

　安全安心でかつ利便性の高いまちづくりの実現を図るため、道路ネットワークの構築を目指し、幹線道
路、地区幹線道路等を拡幅整備します。

指
標

① 道路台帳に係る来庁者数

指
標 ①

② デジタル台帳の導入（公開）率 ％ 0（R3）

主要継続

％幹線道路等整備率
基
準
値

33.7（R3）
目
標
値
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S
D
G
s

都市計画課

政策 3 都市環境

施
策
 
1
 
住
宅

分野 3 都市づくり

拡　充 　グレーゾーン住宅の耐震化促進事業

概
要

　近年頻発する地震災害を受け、建築物構造被害の原因分析結果等から耐震性が懸念されている昭和５６
年６月１日から平成１２年５月３１日までの間に建築された木造住宅（グレーゾーン）の耐震化を促進す
るため、従来より実施している木造住宅耐震化補助事業について、補助対象の拡充を行います。

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度

・グレーゾーン住宅について補助対象の拡充、補助
事業の実施及び周知・啓発

・補助事業の実施、周知・啓発

令和10年度

・同左

指
標

R
8

耐震化促進に向けた補助事業の実施及び周知・
啓発

R
9

耐震化促進に向けた補助事業の実施及び周知・
啓発

R
1
0

耐震化促進に向けた補助事業の実施及び周
知・啓発
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目
標
値

R
8

R
9

R
1
0

85％以上 85％以上85％以上

　大規模な震災時においても衛生環境及び住環境を維持するため、下水道施設の耐震補強工事を実施しま
す。

政策 3 都市環境

主要継続 戦略-育4 みどり公園課　光綾公園における特色を生かした魅力ある公園の運営

分野 3 都市づくり

施
策
 
3
 
公
園

概
要

R
1
0

終末処理場汚泥処理棟・上土棚中継ポンプ
場の建築部分の工事を実施

施
策
 
4
 
下
水
道

　光綾公園について、あやせローズガーデンや子どもたちが伸び伸びと遊べる空間である南側園地（令和
８年３月末頃供用開始予定）といった特色を生かし、年間を通じて多くの方の憩いの場として魅力ある公
園となるよう施設を運営していきます。

S
D
G
s

指
標

概
要

下水道課

S
D
G
s

R
8

終末処理場汚泥処理棟の建築部分の工事を実施 終末処理場汚泥処理棟の建築部分の工事を実施

戦略-支3

R
9

主要継続 　（再掲）下水道管施設（管きょ・終末処理場）の耐震化

85％
(R7.12)

指
標 ①

あやせローズガーデン来園者アンケート
満足度（「大変満足」・「満足」合計）

単
位

％
基
準
値
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分野 4 産業振興

政策 1 工業

施
策
 
1
 
工
業
振
興

新　規 戦略-稼2

令和8年度 令和9年度 令和10年度

概
要

　外国人高度人材の雇用を幅広い分野に展開するため従来の「製造業」に「建設業」「電気・ガス・熱供
給業」「水道業」「情報通信業」などを対象に加え、インターンシップや雇用に係る経費の一部を助成す
ることで「高度人材を知る機会」を経て、雇用が進み「人手不足」に限らず「業務変革」「新規事業・顧
客開拓」「組織の活性化」「生産性の向上」に繋げ、地域経済の活性化を図ります。

① 10 R
1
0②

雇用された外国人高度人材の人数
（国内転職を除く）

人 ― 10 10

商工振興課

S
D
G
s

10

外国人高度人材雇用促進支援事業

内
容

事
業

・高度人材を知る機会の創出
・海外大学との連携によるマッチング機会創出
・インターンシップ企画、補助金交付手続き
・市商工会を交えた運営体制の検討

・同左 ・同左

指
標

インターンシップ受入人数
単
位

人
基
準
値

―
目
標
値

R
8

10
R
9

10

商工振興課主要継続 　綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金制度 戦略-稼2

  市内企業の経営基盤強化と更なるグローバル化に対応するため、高度な技術や知識をもつ外国人高度人
材を雇用することにより、成長志向を高め、経営基盤を強化し、果敢に挑戦する市内企業を積極的に支援
します。

S
D
G
s

概
要

23 23 ―②

23
R
9

23 R
1
0

―

祝金交付件数 件 ―

単
位

名
基
準
値

―
目
標
値

R
8

指
標

①
若手採用者数
（あやせ工場合同入社式参加者数）
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　地域産業の持続的な発展のための事業承継支援

分野 4 産業振興

政策 1 工業

主要継続 戦略-稼2 商工振興課

概
要

　市内企業の経営ノウハウや培われた技術などを次代に円滑に承継できるよう、事業承継を考えるきっか
けを創出するとともに、具体的な計画策定に対し、経済的支援を含め、伴走型の支援を実施します。

S
D
G
s

社

指
標

① 事業承継セミナーへの参加企業数
単
位

社

工場見学・体験イベントへの参加企業数
単
位

―
目
標
値

R
8

20
R
9

20 R
1
0

20

② 事業承継計画を策定する企業数 社 ― 5 5 5

基
準
値

施
策
 
1
 
工
業
振
興

主要継続 　あやせ工場オープンファクトリー補助金 戦略-稼2 商工振興課

概
要

　一般の方を対象に市内企業で組織された団体等が実施する工場見学や体験等の事業を支援することで、
ものづくりへの理解を深める機会を創出します。

S
D
G
s

指
標

① 60

② 来場者満足度 ％ 73(R1) 95 95 95

基
準
値

24(R3)
目
標
値

R
8

60
R
9

60 R
1
0
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施
策
 
2
 
企
業
誘
致

指
標

R
8

　企業立地促進事業（企業立地報奨金）

概
要

　市内産業の活性化と市民の雇用機会を創出し、持続的な経済発展と市民生活の安定を図るため、本市に
新規立地する企業と事業拡大する市内既存企業を支援します。

S
D
G
s

社

商工振興課

商工振興課主要継続 　企業立地促進事業（市内企業活用奨励金）

概
要

1
R
9

1 R
1
0

1

② 立地後の市民雇用人数 人 0（R3） 10 10 10

指
標

① 操業を開始する認定事業所数
単
位

1

R
9

1
R
1
0

　市内建設会社の活性化を図るため、立地に係る建設工事等を市内の建設会社に発注した企業に対し奨励
金を交付します。

S
D
G
s

基
準
値

0（R3）
目
標
値

分野 4 産業振興

政策 1 工業

主要継続

1

②
立地相談企業に対し市内企業活用奨励金の
制度を説明する件数

件 5（R1） 5 5 5

①
認定事業所が立地の際、市内建設会社を活
用する件数

単
位

件
基
準
値

1（R1）
目
標
値

R
8
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R
8

分野 4 産業振興

政策 2 商業・観光

施
策
 
1
 
商
業
振
興 内

容
事
業

令和8年度 令和9年度

・自動販売機レンタル契約事業者決定
・商品陳列市内事業者選定
・自動販売機設置及び販売開始

・販売継続
・効果検証

商工振興課

S
D
G
s

商工振興課

R
1
0

　商業者活性化自動販売機設置事業

概
要

　商業活性化を図るため、ローズガーデンにある管理棟内に、物販用自動販売機を設置し、市内事業者の
商品を陳列・販売することで、ローズガーデン来訪者の消費を市内商業者への消費に繋げます。

新　規 戦略-稼1

指
標

5,0005,000
R
9

5,000
R
1
0

① 売上額
単
位

千円
基
準
値

―
目
標
値

令和10年度

―

S
D
G
s

3
R
8

主要継続 　魅力ある商店や飲食店づくりにかかる費用の助成 戦略-稼1

概
要

　市内での魅力ある店舗の創出を促進し、地域の活性化を図るため、現況の「活力と魅力に満ちた綾瀬を
つくる創業補助金」と「空き店舗活用補助金」を統合し、「店舗開業補助金」へと再編し、創業や新たな
出店にかかる費用の一部を助成します。

3
R
9

3
指
標 ① 新規開業件数

単
位

件
基
準
値

―
目
標
値
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分野 4 産業振興

政策 2 商業・観光

施
策
 
2
 
観
光
振
興

主要継続 　新たな観光資源としてのデザインマンホール蓋設置及びマンホールカード作成事業 商工振興課

概
要

　集客力のある新たな観光資源として市外からの来訪者を獲得し、地域経済を活性化させるために、「ド
クターイエロー」をモチーフにしたデザインマンホール蓋の設置と同時にマンホールカードを作成する事
業を実施します。

S
D
G
s

8,000
R
9

8,000
R
1
0

8,000
指
標 ① 市内へ来訪した人数（累計）

単
位

人
基
準
値

―
目
標
値

R
8

主要継続 　「菜速あやせコーン堪能祭」事業 戦略-稼4 商工振興課

概
要

市内消費の拡大を図るため、「菜速あやせコーン」を活用した料理や商品をPRします。

S
D
G
s

310
R
9

310
R
1
0

310
指
標 ① 事業による市内消費額

単
位

千円
基
準
値

200（R4）
目
標
値

R
8
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分野 4 産業振興

政策 3 農業

主要継続 　家畜ふん共同処理施設の運営支援 戦略-稼3 農業振興課

主要継続 　新規就農者支援事業 戦略-稼3 農業振興課

2
R
9

2
R
1
0

2

主要継続 　耕畜連携推進事業 戦略-稼3 農業振興課

指
標 ① 本市への新規就農者数

単
位

件
基
準
値

2（R5）
目
標
値

R
8

R
1
0

7,700

② 水田の作付面積 ha 11（R4） 12 12 12

① 飼料用米の収穫量
単
位

kg
基
準
値

1,772（R4）
目
標
値

R
8

指
標 ① 堆肥販売量

単
位

㎥
基
準
値

576（R5）
目
標
値

R
8

576
R
9

576
R
1
0

576

概
要

　家畜ふん共同処理施設の適正な維持管理及び市内産堆肥の活用による耕種農家の経営基盤安定化を図る
ため、家畜ふん共同処理施設の外部専門機関によるメンテナンス等、適正運営に係る取組みを支援しま
す。

S
D
G
s

施
策
 
1
 
農
業
振
興

6,712
R
9

7,700
指
標

概
要

　飼料自給率向上による畜産農家の経営基盤強化及び飼料用米の生産・販売による水稲農家の経営基盤強
化、飼料用米耕作による水田の休耕地の減少を図るため、飼料用米の生産・活用に係る費用を助成しま
す。

S
D
G
s

概
要

　就農開始時の農業経営の安定化、遊休農地の減少のため、新規就農者のうち、青年等就農計画を作成し
て市の認定を受けた認定新規就農者（原則就農時49歳以下）以外の者及び親元就農者に対して、就農支援
金を交付します。

S
D
G
s
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施
策
 
1
 
農
業
振
興

施
策
 
2
 
農
地
保
全

1

　地域農業の維持や生産性向上による「稼ぐ農業」を推進するため、市が認定した「農業経営改善計画」
の達成に必要となる農業機械又は農業用施設の導入、改修を行う農業者（職業として農業に取組んでいる
農業者や農業法人）に対し、費用の一部を助成します。

S
D
G
s

主要継続 　新規就農者の育成を支援するサポーター農家への支援 戦略-稼3 農業振興課

概
要

　深刻化する農業の担い手不足の解消と本市への就農に対する魅力向上を図るため、サポーター農家制度
を構築し、担い手を確保するための支援に要する費用、1人当たり５０千円を助成します。

S
D
G
s

指
標 ① 本市への新規就農者数

戦略-稼3 農業振興課

R
9

R
1
0

40 4040
単
位

基
準
値

34（R4）

指
標 ① 奨励金を交付した農地面積

単
位

100㎡
基
準
値

1,218（R3）

主要継続 　認定農業者支援事業

概
要

R
8

単
位

人
基
準
値

1(R3)
目
標
値

R
8

目
標
値

R
8

① 認定農業者数 人

主要継続

指
標

分野 4 産業振興

政策 3 農業

1,324
R
9

1,562
R
1
0

1,513

1
R
9

1
R
1
0

農業委員会事務局

目
標
値

　農地の利用集積の拡大 戦略-稼3

概
要

　農業経営を営む者、新たに農業経営を営む者に対し、農地の効率的かつ安定的な利用促進を図るため、
農地の賃貸借等の権利設定を行った者への奨励金交付事業を拡充する。また、条件を狭小な農地に対して
も交付できるようにするとともに、面積100平方メートル単位に乗じて奨励金を交付する制度へ改正し、
既存の制度利用者及び狭小農地利用者に対する支援を強化し、更なる農地の利用集積の拡大を図ります。

S
D
G
s
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　地域産業連携でつくる新たな価値創造実証事業

分野 4 産業振興

政策 1 工業　2 商業・観光　3 農業

施
策
 
1
 
工
業
振
興
・
商
業
振
興
・
農
業
振
興

新　規 戦略-稼1 商工振興課

概
要

　本市の農業、商業、工業においては、それぞれの課題に対する支援施策をこれまで実施してきたところ
だが、単独での解決だけでなく、連携する座組を設け、相互補完することで、地域課題の解消と活性化を
図る。

S
D
G
s

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・産業分野における職員間の情報の一元化
・市内事業者のニーズ・シーズの把握
・産業に限らず地域の課題も含めた検討
・状況によりコーディネーターの選定検討

・計画・方針の策定
・事業者間の顔合わせ（連携体の構築）

・実証開始

指
標

R
9

12 R
1
0

12

② 市内事業者におけるニーズ・シーズの把握件数 件 ― 10 10 10

① 職員間の部会の開催回数
単
位

回
基
準
値

―
目
標
値

R
8

12
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内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・小学校不登校等支援員の勤務時間拡充 ・同左

指
標

・同左

 校内教育支援教室で、不登校及び不登校傾向の支援を行っている不登校等支援員の勤務時間を１日４時
間から６時間に拡充し、午後の授業まで不登校及び不登校傾向の児童支援の体制を整備することで、不登
校の未然防止を図ります。

S
D
G
s

概
要

人
R6年度末不登校

児童数
3人以下 3人以下 3人以下

① 不登校児童数の増加を抑制
単
位

・休日の地域展開の開始 ・休日の地域展開推進 ・休日の地域展開完了

目
標
値

R
8

R
9

R
1
0

① ―

―

4

4

10

9②

土日の地域展開種目数（運動・文化）

地域クラブで大会に出場する種目数

単
位

基
準
値

令和8年度 令和9年度 令和10年度

S
D
G
s

内
容

事
業

指
標

教育研究所拡　充 　小学校不登校等支援員の勤務時間拡充

11

11

種目

種目

分野 5 教育・文化

政策 1 教育

拡　充

概
要

　少子化や指導者不足等により部活動の継続が困難となっている中で、安定した部活動の継続及び教職員
の働き方改革を推進するため、部活動を学校単位から地域単位に移行します。

　中学校部活動の地域展開 教育指導課・生涯学習課・スポーツ課・教育総務課

施
策
 
1
 
学
校
教
育

人
基
準
値

R6年度末不登校
児童数 目

標
値

R
8

127人以下
R
9

127人以下 R
1
0

127人以下

②
教育支援教室（ルピナス教室）通室児童数
を抑制
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対象の児童・生徒のうち、ICTを活用して学
習している児童・生徒の割合

％ 10（R4）

基
準
値

115（R4）
目
標
値

R
8

指
標

①
学習や進路に課題がみられる児童生徒（勉
強への不安を改善）

単
位

人

②

人
基
準
値

―
目
標
値

主要継続 　不登校及び不登校傾向の児童・生徒に対するオンライン学習教材の活用

概
要

　不登校及び不登校傾向の児童・生徒が場所を問わずに行う学習の質の向上及び学力の保障を図り、児
童・生徒、保護者及び教職員が活用しやすい教育支援体制を構築するため、オンライン学習教材デキタス
を導入し、活用していきます。

主要継続 　就学前日本語プレスクールの開催 教育研究所

概
要

　外国につながりのある、日本語指導が必要な児童・生徒数が増加している。幼稚園や保育園などに所属
するが日本語が話せない又はどこにも所属せずに小学校へ入学する児童が増えてきているため、小学校入
学前に市役所で日本語教室プレスクールを実施し、就学の準備を行い、小学校に円滑に通学できるように
します。

S
D
G
s

1（R6）
目
標
値

R
8

3
R
9

80 90

R
8

15
R
9

15
R
1
0

教育研究所

S
D
G
s

分野 5 教育・文化

政策 1 教育

施
策
 
1
 
学
校
教
育

主要継続 　情緒通級指導教室の開催

48 80 80

指
標 ① 就学前日本語プレスクール参加人数

単
位

15

77
R
9

69 R
1
0

58

67

教育指導課

指
標

①

概
要

　発達障害又はその傾向にあるため、学習や集団での社会生活に困難さを抱えている通常学級に在籍する
児童のため、情緒通級指導教室拠点校を令和９年度までに市内小学校５校へ設置し、障害による学習上又
は生活上の困難の改善・克服を目的とした指導を行います。

S
D
G
s

5 R
1
0

5

② 情緒通級指導教室通室児童数 人 16（R6）

情緒通級指導教室拠点校設置済数
単
位

校
基
準
値

45



R
8

60

政策 1 教育

分野 5 教育・文化

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・公約実現のための生徒会への補助 ・同左

指
標

実施後のインタビュー等において、「生徒
会活動を通じて課題発見力や実行力が向上
した」と回答する生徒の割合

％

・同左

R
1
0

70

教育総務課生徒会活動支援補助金

①

　中学生が将来の持続的な社会の創り手・参画者となり、社会を生き抜く力を身に付けられるよう、子ど
もたちの自由な発想で、様々なことにチャレンジする機会を得やすくするため、学校生活の改善、イベン
トの充実、啓発活動の実施等生徒自身で考えた公約の実現にあたり、金銭的な補助が必要な場合に支援を
行います。

S
D
G
s

戦略-育1

教育総務課

指
標

① 受講職員の満足度
単
位

％
基
準
値

概
要

　指導主事を主たる対象とした研修を実施し、業務の見直しに関する視点を養うとともに、事務執行の効
率化を図ることで、働き方を改善することを目的とします。

S
D
G
s

施
策
 
2
 
学
校
教
育
環
境

基
準
値

―
目
標
値

新　規

内
容

事
業

主要継続 　指導主事マネジメント研修の実施

概
要

―
目
標
値

R
8

② 指導主事一人当たりの月時間外平均 時間
60

（R6.4～9）
60 50

80
R
9

R
9

65
単
位

80 R
1
0

80

45
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家庭学習時間30分以上の割合（平日1日当たり）

単
位

％
基
準
値

小学校：69.4
中学校：76.8

(R5) 目
標
値

R
8

小学校:72
中学校:80 R

9
② オンライン学習ドリル教材の年間ログイン数 回

小学校：31.5
中学校：23.1

(R5)

小学校:50
中学校:40

小学校:60
中学校:50

指
標

施
策
 
2
 
学
校
教
育
環
境

教育研究所

概
要

　高度なＡＩや多様な回答方式に対応したオンライン学習ドリルを導入し、教員の学習指示により児童・
生徒の学習促進を図るとともに、児童・生徒の自学自習について、高度なＡＩによる個別最適化された学
習支援を行い、学習意欲の向上を図ります。

S
D
G
s

主要継続

指
標

R
8

Ｒ８年４月　一部機能（ルピナス教室）供用開
始
Ｒ８年６月下旬～７月上旬　全面供用開始

R
9

―
R
1
0

―

概
要

　不登校児童・生徒、特別支援学級等に在籍する児童・生徒、外国につながりのある児童・生徒等及び義
務教育修了後の不登校やひきこもりなどの悩みを抱える青少年など、支援を必要とする子どもたちが増加
傾向にあるため、総合的に支援する施設を整備します。

S
D
G
s

　総合教育支援センターの整備主要継続

小学校:70
中学校:60

　ＡＩ型オンライン学習ドリル・授業支援ソフトの導入

小学校:74
中学校:82① R

1
0

小学校:76
中学校:84

教育研究所・児童青少年支援課

政策 1 教育

分野 5 教育・文化
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② 『（仮称）綾瀬市史12（現代編・綾瀬町か
ら綾瀬市へ）』編集の進捗率

％ 0（R6） 20 35 50

『（仮称）綾瀬市史11（証言がある図
録）』刊行の進捗率

単
位

％
基
準
値

0（R6）
目
標
値

R
8

30
R
9

①

500

分野 5 教育・文化

政策 2 生涯学習

主要継続 戦略-育3

指
標 ① 地域学校協働活動推進員の活動実績

単
位

時間
基
準
値

470（R5）
目
標
値

R
8

概
要

　地域全体で子どもたちの学びや成長を支え、学校を核とした地域づくりを図るため、地域学校協働活動
の推進に向け、各小中学校に地域学校協働活動推進員を配置します。

S
D
G
s

主要継続 　綾瀬市史の編集 戦略-育5

　地域学校協働活動推進員の配置

施
策
 
２
 
文
化
・
芸
術

指
標

概
要

生涯学習課

　本市の歴史を明らかにし、広く市民に知らせること及び市史資料の研究や活用につなげることを目的
に、戦後から平成までを対象期間とし『（仮称）綾瀬市史12（現代編・綾瀬町から綾瀬市へ）』の編集を
進め、令和15年度の刊行を目指します。また、令和10年度には、その図録編として、写真を中心とした
『（仮称）綾瀬市史11（証言がある図録）』を刊行します。

S
D
G
s

施
策
 
1
 
生
涯
学
習

60 R
1
0

100

R
9

520510
R
1
0

生涯学習課
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13
R
9

13 R
1
0

13

② 自主事業実施団体数 団体 1（R3） 2 2 2

指
標

①
目久尻川文化ゾーン構想推進協議会への寺
社等団体の参画数

単
位

団体
基
準
値

10（R3）
目
標
値

R
8

分野 5 教育・文化

政策 2 生涯学習

新　規 　文化財収蔵施設の移設

施
策
 
3
 
文
化
財
の
保
護
活
用

概
要

　現在の文化財収蔵庫は老朽化が著しく、文化財の保管環境として適切ではない状態にあるため、貴重な
文化財を適正に保存・管理すべく移設を行います。

令和8年度

30
単
位

％

・収蔵資料の分類と台帳整理（民具・考古資料）
・レイアウト検討や梱包など移設準備
・旧ルピナスと春日台中学校（１教室）へ移設

S
D
G
s

―
目
標
値

指
標

内
容

事
業

① 事業進捗率

主要継続 　目久尻川文化ゾーン構想の推進 戦略-育5 生涯学習課

概
要

　目久尻川流域の歴史文化資源を通して、愛郷心の醸成と地域住民が誇ることができる郷土づくりを行
い、地域の活性化と交流促進につなげます。また、これまで連携・協力体制を構築してきた市民団体・大
学・寺社・学校など様々な関係団体等との共創により、目久尻川文化ゾーンの魅力発信事業を展開しま
す。

S
D
G
s

R
9

100
R
1
0

R
8

・収蔵資料の分類と台帳整理（考古資料）
・レイアウト検討や梱包など移設準備
・市内の民間空きテナントへの移設

―

生涯学習課

令和9年度 令和10年度

基
準
値

―
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① ＺＥＨ補助実施件数
単
位

件
基
準
値

―
目
標
値

R
8

　市内建築物の脱炭素化（ＺＥＢ化・ＺＥＨ化）推進事業

5

※ＺＥＢ:「ゼブ」とは、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと。
※ＺＥＨ:「ゼッチ」とは、住まいの断熱性能や省エネ性能を向上し、さらに太陽光発電などで生活に必要なエネルギーをつくり出すことにより、年間の
一次消費エネルギー量（空調・給湯・照明・換気）をおおむねゼロ以下にする住宅のこと。

概
要

市域の脱炭素化の推進を図るため、市内建築物の新築時等に併せ、省エネ設備や再エネ設備の導入を促進
します。

S
D
G
s

分野 6 環境

政策 1 自然環境

主要継続

施
策
 
2
 
環
境
負
荷
の
低
減

5
R
9

5
R
1
0

公共施設マネジメント推進課・環境保全課

指
標

50



　リチウムイオン電池等の常時回収拠点の整備 戦略-育3

2 2 2 2

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・補助金事業の開始
・事業啓発活動、補助申請受付・支給

・事業啓発活動
・補助申請受付・支給

・同左

指
標

① 補助金執行率
単
位

％
基
準
値

100
目
標
値

R
8

100

件

概
要

　市内の事業所から排出される紙おむつ等の減量化及び資源化の促進を図るため、事業用ごみ処理機の購
入費用の一部の補助を行います。

S
D
G
s

　事業用ごみ処理機（紙おむつ・生ごみ等）購入費用の助成

分野 6 環境

政策 2 生活環境

施
策
 
1
 
生
活
環
境
の
保
全

新　規 リサイクルプラザ

概
要

　変形・膨張した電池等を含む様々な電池や電池内蔵型の小型家電類を24時間排出できるAI搭載型専用回
収ボックスを市役所に設置することで、想定排出量（約3,200kg）への対応が可能となる回収拠点を整備
します。

S
D
G
s

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

・試作機の実証実験
・実機設置、電池類回収開始

・電池類回収 ・同左

指
標 ① 電池回収量（年間）

R
1
0

3,200
単
位

kg
基
準
値

―
目
標
値

2,400

R
9

100 R
1
0

100

② 補助件数

1,600
R
9

新　規

R
8

リサイクルプラザ
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生
活
環
境
の
保
全

施
策
 
2
　
資
源
の
利
活
用

指
標 ① 委託化個所率

単
位

％
基
準
値

指
標 ①

概
要

主要継続

基
準
値

R
1
0

100

1,000
R
1
0

1,000

主要継続 　可燃ごみ収集等効率化事業（草木等の資源化による可燃ごみの減量化）

　ごみ収集ネットボックス購入費補助金 戦略-育3

　資源物収集所運用委託事業 戦略-育3

―
目
標
値

R
8

100

リサイクルプラザ

概
要

　高齢化や共働き世帯の増加等ライフスタイルの多様化に伴い、資源物収集所のカゴ出しや分別指導（立
ち当番）が自治会対応では困難になっていることから、負担軽減を図るため、資源物収集所の運用を委託
化します。

S
D
G
s

リサイクルプラザ

概
要

　家庭系可燃ごみの減量化と資源循環の促進を図るため、ＧＰＳ付きタブレット端末を収集車に搭載し、
車の位置情報や収集状況をリアルタイムで管理することで、可燃ごみ収集所に出される草や枝類の効率的
な回収と資源化を行います。

S
D
G
s

指
標 ①

草木等の回収量（可燃ごみと区分して回収
されたのち、資源化される量）

単
位

トン
R
9

施
策
 
1

R
9

R
8

302
単
位

箇所数
基
準
値

ネットボックス設置個所数（累計）

年間1,000
目
標
値

R
8

1,000

R
9

100

386
R
1
0

400

S
D
G
s

主要継続

―
目
標
値

　現状のゴミ収集所の回収方法を維持し、カラスなどの被害防止及び自治会の巡回や掃除等の管理負担を
減らしながら衛生保持するため、ごみ収集ネットボックス購入にかかる費用の一部を補助します。

分野 6 環境

政策 2 生活環境

リサイクルプラザ
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① 来場者数 人 ― 10,000 15,000

31団体
基
準
値

28（R5）
目
標
値

R
8

主要継続 　市民活動応援補助金（きらめき補助金）

指
標

単
位

目
標
値

R
8

30
R
9

基
準
値

173 174

R
9

概
要

市民活動推進課

6,800 R
1
0

指
標 ①

ひかり（活動を始めたばかりの団体が勇気をもっ
て市民活動に取り組むための支援）の交付団体数
(累計)

単
位

概
要

指
標

基
準
値

6,129（R5） 目
標
値

R
8

主要継続 　市民活動センターあやせ 戦略-育3

　市民活動・地域活動が活発に行われる環境を整備し、市民活動団体に対し情報提供や研修、団体運営の
活動相談などの支援を行うため、市民活動センターあやせを設置、運営します。

172

S
D
G
s

①

市民活動推進課戦略-育3
S
D
G
s

R
9

20,000

市民センターあやせ年間利用者数
単
位

人 6,700

②

6,900

32
R
1
0

R
1
0

分野 7 自治・行政

政策 1 コミュニティ

新　規 戦略-育3 市民活動推進課

令和8年度 令和9年度 令和10年度

　令和８年度（仮称）綾瀬市民祭り

概
要

　熱中症リスクを解消し、すでにある綾瀬の資源を最大限活用したイベントを光綾公園で実施します。
「綾瀬市は神奈川県のほぼ真ん中」をイベントのテーマに掲げ、お祭りを通じて本市の地域のつながりや
交流等に繋げるイベントを開催します。

S
D
G
s

施
策
 
1
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り

内
容

事
業 ・商業及び観光振興につながるイベントの企画、実

施

　市民活動団体の育成及び市民活動の活性化を図るため、地域社会に有益で公共性の高い事業を実施する
団体に対し、事業にかかる費用の一部を助成します。

・同左 ・同左

市民センターあやせ登録団体数 団体 165（R5）
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主要継続 　外国人市民のための一元的情報提供・相談窓口 戦略-育2

目
標
値

R
8

概
要

8・9540

概
要

　外国人市民と日本人市民が地域の一員として共に安心・快適に暮らせる環境を整えていくため、日本や
綾瀬市での生活ルールや暮らしの情報を多言語に翻訳した生活ガイドブック「あやせウェルカムパック」
を配付します。

S
D
G
s

90
R
9

90
指
標 ① 多言語版生活ガイドブックの言語対応割合

単
位

％
R
1
0

900（R3）

概
要

　外国人市民の増加を背景に、多文化共生を更に推進するため、「あやせ国際フェスティバル」だけでな
く、民間団体の自主的な企画・運営により実施される国際交流イベントで、広く市民を対象とするものを
補助対象とするよう制度を見直し、支援します。

S
D
G
s

市民活動推進課

R
1
0

8・9540

7

R
1
0

192

6

R
9

② イベント主催組織における外国人市民の割合 ％

基
準
値

目
標
値

R
8

分野 7 自治・行政

政策 1 コミュニティ

施
策
 
2
 
多
文
化
共
生

　綾瀬市国際交流イベント補助金 戦略-育2 市民活動推進課

168
R
9

180

　言葉の壁による情報格差を解消し、外国人市民の生活の自立を支援するため、一元的な情報提供・相談
窓口を運営します。

S
D
G
s

主要継続

4

指
標

① イベント開催数・来場者数
単
位

回・人
基
準
値

1・2000（R5）
目
標
値

R
8

7・7540 

0（R5）

戦略-育2 市民活動推進課

指
標 ①

一元的窓口の利用により必要な情報や支援
を得ることができた外国人市民数

単
位

人
基
準
値

53（R2行政通訳
員通訳実績）

主要継続 　あやせウェルカムパックの配付
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指
標

①

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度

基
準
値

・対象課のＢＰＲ実施
・効果検証、次年度の方針策定

・対象課のＢＰＲ実施
・庁内への横展開
・効果検証、次年度の方針策定

・対象課のＢＰＲ実施
・庁内への横展開
・効果検証、次年度の方針策定

2
R
9

4
R
1
0

6

― 520 1,040常勤職員の業務削減年間時間数（累計） 時間 ―

ＢＰＲの実施課数（累計）
単
位

課

企画課・情報政策課

　対象課を選定の上、知見を持つ事業者等の伴走支援を活用しながら、業務の内容・手続きの中に潜在し
ている負担を生み出す要因を整理することで、フローの見直し・会計年度職員の活用・アウトソーシン
グ・デジタル化や繰り返し作業を自動化する仕組みなど、一つの手法に留まらない複数の改善策を組み合
わせることによるＢＰＲ（業務改善）に取り組みます。

S
D
G
s

施
策
 
１
　
効
果
的
・
効
率
的
な
行
財
政
経
営

新　規

新　規 　ＢＰＲ（業務改善）の実施

概
要

　あやせいつでも電話応対事業 情報政策課

指
標

基
準
値

R
8

目
標
値

① 自動応答システム対応業務数 事業 ―

概
要

　AIによる電話自動応答システムを利用することで、電話での問合せが24時間可能となることから利便性
が大きく向上します。また、電話対応件数の削減によって、職員の事務の効率化を実現します。

S
D
G
s

―
目
標
値

R
8

令和10年度

・初期構築
・事業開始

・運用継続
・分析（効果検証）

・同左

内
容

事
業

令和8年度 令和9年度 令和10年度

分野 7 自治・行政

政策 3 行政経営

R
1
0

2 3 4

②
AI電話自動応答システムにより対応完了と
なった問合せの割合

％ ― 10 15 20

単
位

R
9

②
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情報政策課

236（R7）
目
標
値

R
8

573②
ＲＰＡ等を導入した事務の定型作業処理時
間の削減

時間 94（R4）

284 R
1
0

312

511 562

分野 7 自治・行政

259

概
要

　スマート自治体の推進に向け、市民の利便性と職員の生産性の向上を図るため、ＡＩやＲＰＡ等のデジ
タル技術を効果的に活用し、行政サービスの更なる向上につなげてまいります。

S
D
G
s

R
9

政策 3 行政経営

施
策
 
１
　
効
果
的
・
効
率
的
な
行
財
政
経
営

主要継続 　スマート自治体推進事業

生成AIの活用による１か月当たりの削減時
間数

単
位

時間
基
準
値

指
標

①
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　映像による綾瀬の魅力発信事業

指
標 ①

あやせローズガーデン来園者アンケート
満足度（「大変満足」・「満足」合計）

単
位

％
基
準
値

85％
(R7.12)

目
標
値

みどり公園課

1,000
R
9

1,200
R
1
0

令和9年度

秘書広報課

R
8

分野 7 自治・行政

政策 3 行政経営

新　規

施
策
 
2
　
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

令和8年度

・同左

概
要

概
要

　光綾公園について、あやせローズガーデンや子どもたちが伸び伸びと遊べる空間である南側園地（令和
８年３月末頃供用開始予定）といった特色を生かし、年間を通じて多くの方の憩いの場として魅力ある公
園となるよう施設を運営していきます。

85％以上
R
9

85％以上
R
1
0

85％以上

S
D
G
s

1,400
R
8

目
標
値

令和10年度

内
容

事
業

動画再生回数
単
位

回数
基
準
値

―

主要継続

　市民活動団体と市が協働して動画制作を行います。団体が演奏した音楽とドローン空撮映像が融合する
動画を制作し、市民目線の新たな視点の魅力ある映像を活用して市をＰＲします。

S
D
G
s

　（再掲）光綾公園における特色を生かした魅力ある公園の運営 戦略-育4

・市民活動団体と市が協働して動画制作
・市の魅力を映像で市内外へ情報発信

・ホームページ等での掲載継続
・市の魅力を映像で視聴者へ発信

指
標 ①
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47.6
R
9

82.6
R
1
0

100

R
9

・計画の実行、進捗管理
R
1
0

・計画の実行、進捗管理

目
標
値

R
8

主要継続 　コミュニティ供用施設再編事業 戦略-支5 公共施設マネジメント推進課

概
要

　市民の利便性・利用率の向上及び施設総量の削減と効率的な維持管理のため、自治会館と地区センター
等の地域施設を複合化したコミュニティ供用施設を建設します。

S
D
G
s

公共施設マネジメント推進課

分野 7 自治・行政

指
標

R
8

・第２期アクションプランの策定

主要継続 　公共施設再編計画の推進 戦略-支5

指
標 ① 事業進捗率

単
位

％
基
準
値

―

政策 3 行政経営

概
要

　今後、公共施設の老朽化が進み、一斉に改修や建替えの時期を迎える中、公共施設再編計画に基づく施
設の総量削減や効率的な維持管理により、財政負担の軽減を図るともに、当計画を構成する第２期アク
ションプランを新たに策定し、取組みを進めていくことで、公共施設の再編を推進してまいります。

S
D
G
s

施
策
 
4
 
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
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学校開放施設利用における随時申請の１件
当たりの職員対応時間

単
位

分
基
準
値

45（R5）
目
標
値

R
8

392

政策 3 行政経営

10
R
9

10
R
1
0

10

スポーツ課・福祉総務課・生涯学習課・医療健康課主要継続 　公共施設予約システムの更新及びキャッシュレス化

415手続き数
151
(R5)

369

R
9

4.3
R
1
0

② 電子申請可能手続き数

4.2①
システムを利用した市民の利便性の向上及
び満足度の向上

単
位

主要継続

分野 7 自治・行政

4.4

情報政策課

　市民に寄り添った質の高いサービスの提供と地域の活性化を図るため、綾瀬市DX推進計画に基づき、デ
ジタルを活用したまちづくりの実現に向けた取り組みを加速させてまいります。

S
D
G
s

施
策
 
5
　
I
C
T
の
利
活
用

概
要

　学校開放施設予約システムを公共予約システムと共通化することで、利用者の利便性を高めるととも
に、職員の業務効率化を図ります。また、キャッシュレス決済を導入し、利用者の利便性をさらに高めま
す。

概
要

指
標

S
D
G
s

指
標 ①

満足度
基
準
値

―
目
標
値

R
8

　綾瀬市ＤＸ推進事業
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７　索引（実施計画事業一覧）

分野 政策
実施計画

区分

総合計画
戦略プロ
ジェクト

事業名
担当課 ページ

福祉・保健 福祉 R8拡充 ― 食料支援団体の活性化促進事業 生活支援課 9

福祉・保健 福祉 R4継続 支４ 福祉団体育成事業（地域における移動手段の充実） 福祉総務課 ―

福祉・保健 福祉 R8新規 ― 新規介護職員就職・定着奨励事業 高齢介護課 10

福祉・保健 福祉 R8新規 ― 介護支援専門員就労定着奨励事業 高齢介護課 10

福祉・保健 福祉 R8新規 支１ 市老人クラブ連合会事業の委託化 高齢介護課 11

福祉・保健 福祉 R7新規 ― 特別養護老人ホームの整備 高齢介護課 11

福祉・保健 福祉 R6新規 ― ライフプランニング支援事業 高齢介護課 ―

福祉・保健 福祉 R6新規 ― 介護認定における訪問調査及び認定審査会の電子化 高齢介護課 11

福祉・保健 福祉 R4新規 支１ 高齢者デジタル活用支援事業 高齢介護課 ―

福祉・保健 福祉 R4継続 支１ シルバー人材センター運営補助金 高齢介護課 ―

福祉・保健 福祉 R3継続 支１ 高齢者の社会参加促進（大人の社会科見学事業） 高齢介護課 ―

福祉・保健 福祉 R7新規 ― ばらの里再編事業 障がい福祉課 12

福祉・保健 福祉 R4継続 ― 就労相談支援業務 障がい福祉課 12

福祉・保健 福祉 R3新規 ― 障がい者緊急受け入れ体制の整備 障がい福祉課 12

福祉・保健 福祉 R8新規 ― 生活再建支援事業 生活支援課 13

福祉・保健 福祉 R7拡充 支２ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 保険年金課 13

福祉・保健 福祉 R6新規 ― 学習支援クーポン支給事業 生活支援課 14

福祉・保健 福祉 R6新規 ― ひきこもりサポート事業 生活支援課 ―

福祉・保健 福祉 R6新規 ― アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能強化事業 生活支援課 ―

福祉・保健 福祉 R6拡充 ― 生活困窮者就労準備支援事業 生活支援課 ―

ページ欄が「－」と記載されている事業の
内容等については、「実施計画区分」に記
載の年度の実施計画をご参照ください。

※ … 終了済の事業 ○ … 導入・設置・整備済の事業
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分野 政策
実施計画

区分

総合計画
戦略プロ
ジェクト

事業名
担当課 ページ

※ … 終了済の事業 ○ … 導入・設置・整備済の事業

福祉・保健 福祉 R6拡充 支２ フレイル予防の推進（転倒予防教室） 地域包括ケア推進課 14

福祉・保健 福祉 R5新規 ― ○　回想法指導者の養成 地域包括ケア推進課 ―

福祉・保健 福祉 R4新規 ― ※　生活保護訪問支援システム（タブレット）導入事業 生活支援課 ―

福祉・保健 福祉 R4新規 ― 遺贈寄付の推進事業 企画課・高齢介護課 ―

福祉・保健 福祉 R4新規 ― ※　VRを活用した「認知症サポーター」の養成 地域包括ケア推進課 ―

福祉・保健 福祉 R4継続 ― 家計改善支援事業 生活支援課 ―

福祉・保健 福祉 R3拡充 育１ 生活困窮世帯の高校生に対する学習支援の拡充 生活支援課 ―

福祉・保健 健康・医療 R8新規 育１ あやせ子育てスタート応援給付金 こども家庭センター 15

福祉・保健 健康・医療 R7新規 ― 中学３年生のインフルエンザ予防接種費用の助成 こども家庭センター 15

福祉・保健 健康・医療 R7新規 育１ 　１か月児健康診査費用の助成 こども家庭センター 16

福祉・保健 健康・医療 R7新規 育１ 初回産科受診料の助成 こども家庭センター 16

福祉・保健 健康・医療 R7新規 支２ 親子で食育体験教室事業委託 こども家庭センター 17

福祉・保健 健康・医療 R6新規 ― がん患者ウィッグ購入費助成事業 医療健康課 17

福祉・保健 健康・医療 R6新規 支２ メタボリックシンドロームの該当者減少の取組み 保険年金課 ―

福祉・保健 健康・医療 R6新規 ― 帯状疱疹ワクチン接種費用の一部助成事業 医療健康課 ―

福祉・保健 健康・医療 R5拡充 育１ 妊婦健康診査助成事業 こども家庭センター ―

福祉・保健 健康・医療 R4新規 育１ おたふくかぜ予防接種事業 こども家庭センター ―

福祉・保健 健康・医療 R4新規 育１ ３歳６か月児健診屈折検査事業 こども家庭センター ―

福祉・保健 健康・医療 R4継続 ― がん検診事業 医療健康課 ―

福祉・保健 健康・医療 R4継続 ― 成人保健事業 こども家庭センター ―

福祉・保健 健康・医療 R3新規 支２ ※　Withコロナ時代の健康寿命延伸の取組み こども家庭センター ―

福祉・保健 健康・医療 R3新規 育１ ※　子ども家庭総合支援拠点事業 こども家庭センター ―
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分野 政策
実施計画

区分

総合計画
戦略プロ
ジェクト

事業名
担当課 ページ

※ … 終了済の事業 ○ … 導入・設置・整備済の事業

福祉・保健 健康・医療 R3新規 支２ ※　妊婦支援特別給付金事業 こども家庭センター ―

福祉・保健 健康・医療 R3新規 育１ ※　あやせ流つなぐ支援 こども家庭センター ―

福祉・保健 健康・医療 R3新規 支２ あやせ流健康習慣定着プロジェクト（食事編） こども家庭センター ―

福祉・保健 健康・医療 R3新規 支２ あやせ流健康習慣定着プロジェクト（行動変容編） こども家庭センター ―

福祉・保健 健康・医療 R8新規 ― 病院誘致に向けた医療系コンサルタントの活用 医療健康課 18

福祉・保健 健康・医療 R7新規 ― 小児科診療所の開業支援 医療健康課 18

福祉・保健 健康・医療 R4継続 ― 広域・休日救急医療確保事業 医療健康課 ―

福祉・保健 健康・医療 R8新規 ― 小学生初心者水泳教室 スポーツ課 19

福祉・保健 健康・医療 R6新規 支２ ホームタウンチームを活用した健康スポーツ事業の開催 スポーツ課 19

福祉・保健 健康・医療 R4継続 支２ ノルディック・ウォーク普及事業 スポーツ課 ―

福祉・保健 健康・医療 R4継続 支２ ホームタウンチームＳＣ相模原・ノジマステラ神奈川相模原との連携事業 スポーツ課 19

福祉・保健 子ども・子育て R7新規 育１ 子育て世帯サポート事業 こども家庭センター 20

福祉・保健 子ども・子育て R7新規 育１ 子育て支援訪問事業 こども家庭センター 20

福祉・保健 子ども・子育て R7新規 育１ こども家庭センターにおける相談体制の強化 こども家庭センター 20

福祉・保健 子ども・子育て R6新規 育１ ひとり親家庭等高等学校等在学生徒交通費補助事業 児童青少年支援課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R6新規 育１ 幼児同乗用自転車購入費補助事業 児童青少年支援課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R5新規 育１ 非認知能力向上促進事業（心と身体を癒すリラクゼーション講座） こども家庭センター 21

福祉・保健 子ども・子育て R5拡充 育１ 小児医療費助成事業の拡大 児童青少年支援課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R4新規 育１ 非認知能力向上事業 こども家庭センター 21

福祉・保健 子ども・子育て R4新規 育１ 養育費確保支援事業（ひとり親総合支援事業） こども家庭センター ―

福祉・保健 子ども・子育て R4継続 育１ 子育て支援センター運営経費 こども家庭センター ―

福祉・保健 子ども・子育て R4継続 育１ 高等職業訓練促進給付金支給事業 こども家庭センター ―
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分野 政策
実施計画

区分

総合計画
戦略プロ
ジェクト

事業名
担当課 ページ

※ … 終了済の事業 ○ … 導入・設置・整備済の事業

福祉・保健 子ども・子育て R3新規 育１ ※　にこにこ・しあわせ子育て商品券の支給 児童青少年支援課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R7新規 育１ 保育所等における睡眠中の事故防止 保育課 22

福祉・保健 子ども・子育て R7新規 育１ こども誰でも通園制度 保育課 22

福祉・保健 子ども・子育て R6新規 育１ 潜在保育士確保対策事業 保育課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R6新規 育１ 子育て短期支援事業 こども家庭センター ―

福祉・保健 子ども・子育て R6新規 育１ 幼稚園雇用環境改善事業 保育課 23

福祉・保健 子ども・子育て R5新規 育１ 保育士等家賃補助金 保育課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R5新規 育１ 保育士処遇改善給付金 保育課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R5新規 育１ 保育所等紙おむつ処理事業 保育課 23

福祉・保健 子ども・子育て R5新規 育１ 小規模保育施設運営費補助金 保育課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R5新規 育１ ○　保育所給付費等管理システム導入事業 保育課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R5新規 育１ ○　放課後児童クラブ管理システム導入事業 保育課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R4新規 育１ 保育士確保対策事業 保育課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R4新規 育１ 保育士雇用環境改善事業 保育課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R4継続 育１ 病児保育事業 保育課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R4継続 育１ 保育士奨学金返済補助金 保育課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R3新規 育１ 待機児童の解消 保育課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R8拡充 育１ 児童館運営業務委託 児童青少年支援課 24

福祉・保健 子ども・子育て R8拡充 育１ 青少年健全育成団体活動の事業の充実 児童青少年支援課 24

福祉・保健 子ども・子育て R6拡充 育１ 放課後児童クラブ保育料助成金 保育課 25

福祉・保健 子ども・子育て R5新規 育１ ドリームプレイウッズ利活用促進事業 児童青少年支援課 25

福祉・保健 子ども・子育て R5新規 ― 児童養護施設退所者等支援事業 生活支援課・児童青少年支援課 ―
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分野 政策
実施計画

区分

総合計画
戦略プロ
ジェクト

事業名
担当課 ページ

※ … 終了済の事業 ○ … 導入・設置・整備済の事業

福祉・保健 子ども・子育て R4継続 ― 放課後児童クラブＩＣＴ化推進事業 保育課 ―

福祉・保健 子ども・子育て R4継続 ― ふれあい探検ウォークラリー大会の推進 児童青少年支援課 ―

安全・安心 防災 R8新規 支３ 応急給水用タンク購入事業 危機管理課 26

安全・安心 防災 R6新規 支３ 地域防災計画等改訂業務 危機管理課 26

安全・安心 防災 R6拡充 支３ 避難行動要支援者個別避難計画作成事業 危機管理課・福祉総務課等 27

安全・安心 防災 R5拡充 支３ ○　防災ハザードマップの更新 危機管理課 ―

安全・安心 防災 R5継続 支３ 防災意識啓発 危機管理課 27

安全・安心 防災 R4新規 支３ ○　内水浸水想定区域図作成事業 危機管理課 ―

安全・安心 防災 R4継続 ― 災害時救急医療対策 危機管理課 ―

安全・安心 防災 R3新規 支３ 防災講演会手話通訳招へい 危機管理課 ―

安全・安心 防災 R3新規 支３ ○　市民文化センターの再編防災トイレ整備 危機管理課 ―

安全・安心 防災 R3継続 支３ ○　避難所のマンホールトイレの整備 危機管理課 ―

安全・安心 防災 R8新規 支３ 機能別消防団による地域消防力の強化事業 消防総務課 28

安全・安心 防災 R8新規 支３ 消防団の機能・能力強化（軽トラックの新規配備） 消防総務課 28

安全・安心 防災 R6新規 支３ ○　VR消火訓練資器材導入事業 予防課 29

安全・安心 防災 R5拡充 支３ ○　災害用ドローン整備事業 消防総務課 ―

安全・安心 防災 R4拡充 ― ○　消防署北分署女性消防吏員対応施設整備 消防総務課 ―

安全・安心 防災 R4継続 ― 消防団運営交付金 消防総務課 ―

安全・安心 防災 R4継続 ― 少年期からの防火思想の普及推進事業 予防課 ―

安全・安心 防災 R5新規 支３ ○　避難所用ポータブル蓄電池整備 危機管理課 ―

安全・安心 防災 R5拡充 支３ ○　防災行政用無線（同報系）更新事業 危機管理課 ―

安全・安心 防災 R4新規 ― ○　防犯灯柱改修事業 危機管理課 ―
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※ … 終了済の事業 ○ … 導入・設置・整備済の事業

安全・安心 防災 R4継続 ― 木造住宅耐震化補助事業 都市計画課 ―

安全・安心 防災 R4継続 ― 危険ブロック堀等耐震化補助事業 都市計画課 ―

安全・安心 防災 R3新規 支３ ○　南部防災拠点の整備 危機管理課 ―

安全・安心 防災 R3継続 支３ 下水道管施設（管きょ・終末処理場）の耐震化 下水道課 29

安全・安心 安心 R6新規 育３ 防犯カメラ設置費補助事業 危機管理課 30

安全・安心 安心 R3新規 ― ※　特殊詐欺等被害防止対策事業 危機管理課 ―

安全・安心 安心 R6拡充 ― 高齢者運転免許証自主返納支援事業 市民活動推進課 ―

安全・安心 安心 R4継続 ― 交通安全教室による交通安全啓発 市民活動推進課 ―

安全・安心 安心 R4継続 ― 交通安全施設（車止めポール）設置工事 道路管理課 30

安全・安心 安心 R4継続 ― あやせ安全・安心メールの運用 危機管理課 ―

安全・安心 安心 R4継続 ― 司法救済制度の活用 市民課 ―

安全・安心 基地 R4継続 ― 厚木基地に関する要請等の活動 基地政策課 31

安全・安心 基地 R4継続 ― 基地の活用、日米交流の促進 基地政策課 31

都市づくり 土地利用 R8新規 ― 立地適正化計画の策定 都市計画課 32

都市づくり 土地利用 R8新規 稼２ 工業系新市街地の整備（落合・吉岡地区） 都市整備課 32

都市づくり 土地利用 R6拡充 ― 綾瀬市公開型地図情報配信システム導入・運用事業 情報政策課 ―

都市づくり 土地利用 R3継続 稼１・稼４ 中心市街地の活性化 中心市街地振興課 ―

都市づくり 土地利用 R3継続 稼２ ※　工業系新市街地の整備（早川中央地区） 都市整備課 ―

都市づくり 都市基盤 R7拡充 支４ コミュニティバス運行の見直し検討業務（新交通システムの実証実験） 都市整備課 33

都市づくり 都市基盤 R5新規 支４ ※　綾瀬市総合都市交通計画改定業務 都市計画課 ―

都市づくり 都市基盤 R5新規 ― 道路台帳電子化推進事業 道路管理課 33

都市づくり 都市基盤 R3新規 支４ ※　綾瀬スマートインターチェンジ開通に伴う幹線道路及び周辺地区の交通環境の保全 都市計画課・公共用地課 ―
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都市づくり 都市基盤 R4継続 ― 生活道路等整備事業 公共用地課 ―

都市づくり 都市基盤 R4継続 支４ 幹線道路等整備事業 公共用地課 33

都市づくり 都市環境 R8拡充 ― グレーゾーン住宅の耐震化促進事業 都市計画課 34

都市づくり 都市環境 R5新規 ― 空き家等現地調査 都市計画課 ―

都市づくり 都市環境 R3新規 ― ※　住宅リフォーム工事の支援 都市計画課 ―

都市づくり 都市環境 R4拡充 育４ ○　光綾公園管理棟太陽光設備設置工事 みどり公園課 ―

都市づくり 都市環境 R4拡充 ― ○　土砂災害特別警戒区域整備事業 みどり公園課 ―

都市づくり 都市環境 R3新規 育４ ○　みどり豊かなまちづくりに係る森林の整備 みどり公園課 ―

都市づくり 都市環境 R3継続 育４ 光綾公園における特色を生かした魅力ある公園の運営 みどり公園課 35

都市づくり 都市環境 R3継続 育４ ※　公園内カフェ、キッチンカー等の誘致 みどり公園課 ―

都市づくり 都市環境 R3新規 ― 綾瀬週末処理場消化槽設置に伴う汚泥減量化と消化ガス発電事業 下水道課 ―

都市づくり 都市環境 R3新規 ― 公共下水道事業経営戦略改定業務 下水道課 ―

都市づくり 都市環境 R3継続 支３ （再掲）下水道管施設（管きょ・終末処理場）の耐震化 下水道課 35

都市づくり 都市環境 R4新規 ― 合併浄化槽整備補助事業 下水道課 ―

都市づくり 都市環境 R3新規 支３ 準用河川比留川河床の整備（休止中） 下水道課 ―

産業振興 工業 R8新規 稼２ 外国人高度人材を知る・活かす・採用する 商工振興課 36

産業振興 工業 R7新規 稼２ 綾瀬市ものづくり人材就職定住奨励祝金制度 商工振興課 36

産業振興 工業 R7新規 稼２ 地域産業の持続的な発展のための事業承継支援 商工振興課 37

産業振興 工業 R5新規 稼２ 外国人高度人材の雇用支援 商工振興課 ―

産業振興 工業 R5新規 稼２ 中小企業脱炭素化促進奨励金 商工振興課 ―

産業振興 工業 R4新規 稼２ 中小企業強靭化補助金 商工振興課 ―

産業振興 工業 R4継続 稼２ あやせブランド新商品開発支援事業 商工振興課 ―
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産業振興 工業 R4継続 稼２ あやせ工場スマートナビ運営事業 商工振興課 ―

産業振興 工業 R4継続 稼２ 若手技術者ネットワーク構築事業 商工振興課 ―

産業振興 工業 R4継続 稼２ あやせ工場技能継承事業（あやせ工匠塾） 商工振興課 ―

産業振興 工業 R4継続 稼２ あやせ工場オープンファクトリー補助金 商工振興課 37

産業振興 工業 R3拡充 稼２ 中小企業コンサルティング事業 商工振興課 ―

産業振興 工業 R4継続 ― 企業立地促進事業（企業立地報奨金） 商工振興課 38

産業振興 工業 R4継続 ― 企業立地促進事業（市内企業活用奨励金） 商工振興課 38

産業振興 工業 R4継続 ― 障がい者雇用促進報奨金事業 商工振興課 ―

産業振興 工業 R4継続 ― 中小企業退職金共済制度奨励補助金事業 商工振興課 ―

産業振興 商業・観光 R8新規 稼１ 商業者活性化自動販売機設置事業 商工振興課 39

産業振興 商業・観光 R7拡充 稼１ 魅力ある商店や飲食店づくりにかかる費用の助成 商工振興課 39

産業振興 商業・観光 R3拡充 稼１ グルメ商品、土産品の開発支援事業 商工振興課 ―

産業振興 商業・観光 R7新規 ― 新たな観光資源に向けたデザインマンホール蓋設置及びマンホールカード作成事業 商工振興課 40

産業振興 商業・観光 R5新規 ― ※　観光集客イベントのブランド力の向上 商工振興課 ―

産業振興 商業・観光 R4新規 ― ○　ＷＥＢロケハンページ構築事業 秘書広報課 ―

産業振興 商業・観光 R3新規 ― 「菜速あやせコーン堪能祭」事業 商工振興課 40

産業振興 商業・観光 R3新規 ― ※　観光アドバイザー事業 商工振興課 ―

産業振興 商業・観光 R3拡充 ― ※　分散型観光事業（びゅ～っとあやせ） 商工振興課 ―

産業振興 農業 R7新規 稼３ 家畜ふん共同処理施設運営支援事業 農業振興課 41

産業振興 農業 R6拡充 稼３ 新規就農者支援事業 農業振興課 41

産業振興 農業 R5新規 稼３ 耕畜連携推進事業 農業振興課 41

産業振興 農業 R5拡充 稼３ 認定農業者支援事業 農業振興課 42
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産業振興 農業 R4新規 稼３ 農産物利活用促進事業 農業振興課 ―

産業振興 農業 R4継続 稼３ 農家の労働力不足の解消を目的とした援農ボランティア養成事業 農業振興課 ―

産業振興 農業 R3新規 稼３ 新規就農者の育成を支援するサポーター農家への支援 農業振興課 42

産業振興 農業 R7拡充 稼３ 農地の利用集積の拡大 農業委員会事務局 42

産業振興 工業、商業・観光、農業 R8新規 稼１ 地域産業連携でつくる新たな価値創造実証事業 商工振興課 43

教育・文化 教育 R8拡充 ― 中学校部活動の地域展開
スポーツ課・教育指導課

・生涯学習課 44

教育・文化 教育 R8拡充 ― 小学校不登校支援員の勤務時間拡充 教育研究所 44

教育・文化 教育 R7新規 ― 情緒通級指導教室の開催 教育指導課 45

教育・文化 教育 R7新規 ― 就学前日本語プレスクールの開催 教育研究所 45

教育・文化 教育 R6新規 ― 学力向上事業（読解力の向上） 教育指導課 ―

教育・文化 教育 R6新規 ― 不登校及び不登校傾向の児童・生徒に対するオンライン学習教材の活用 教育研究所 45

教育・文化 教育 R6拡充 ― 中学生学び舎支援事業 学校教育課 ―

教育・文化 教育 R6拡充 ― 児童・生徒の読書環境の充実 教育指導課 ―

教育・文化 教育 R5拡充 ― 英語コミュニケーション能力の充実 教育指導課 ―

教育・文化 教育 R4新規 ― 指導主事アドバイザー事業 教育指導課 ―

教育・文化 教育 R4新規 ― 学校運営協議会制度事業 教育指導課 ―

教育・文化 教育 R4新規 ― ○　学校情報配信システムの更新 教育総務課 ―

教育・文化 教育 R3新規 ― 学習用モバイルWi-Fiルーター貸出事業 教育研究所 ―

教育・文化 教育 R3拡充 ― ＩＣＴ学習支援員派遣事業 教育総務課 ―

教育・文化 教育 R8新規 育１ 生徒会活動支援補助金 教育総務課 46

教育・文化 教育 R7新規 ― 指導主事マネジメント研修の実施 教育総務課 46

教育・文化 教育 R7拡充 ― ＡＩ型オンライン学習ドリル・授業支援ソフトの導入 教育研究所 47
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教育・文化 教育 R5新規 育１ 総合教育支援センターの整備 教育研究所・
児童青少年支援課 47

教育・文化 教育 R5新規 ― 学校給食の公会計化 学校教育課 ―

教育・文化 教育 R5拡充 ― ○　小・中学校プロジェクターの整備 教育研究所 ―

教育・文化 教育 R4新規 ― ※　綾瀬市公立学校の通学区域及び適正規模の検討 学校教育課 ―

教育・文化 教育 R4新規 ― ○　小・中学校体育館空調設備設置事業 教育総務課 ―

教育・文化 教育 R4新規 ― ※　綾瀬市教育史（平成史）編纂事業 教育研究所 ―

教育・文化 教育 R4拡充 ― 教育相談員（ＳＷ、ＳＳＷ）配置事業 教育研究所 ―

教育・文化 教育 R4継続 ― 小学校長寿命化推進事業 教育総務課 ―

教育・文化 教育 R4継続 ― 中学校長寿命化推進事業 教育総務課 ―

教育・文化 生涯学習 R5新規 支５ 市立図書館の再整備 生涯学習課 ―

教育・文化 生涯学習 R4新規 育３ 地域学校協働活動推進員の配置 生涯学習課 48

教育・文化 生涯学習 R4継続 ― 家庭教育の推進 生涯学習課 ―

教育・文化 生涯学習 R7新規 育５ 綾瀬市史の編集 生涯学習課 48

教育・文化 生涯学習 R4継続 ― あやせ文化芸術祭 生涯学習課 ―

教育・文化 生涯学習 R4継続 ― 小学校への音楽アウトリーチ事業 生涯学習課 ―

教育・文化 生涯学習 R8新規 ― 文化財収蔵施設の移設 生涯学習課 49

教育・文化 生涯学習 R5新規 育５ ※　綾瀬の石造物調査 生涯学習課 ―

教育・文化 生涯学習 R3継続 育５ 目久尻川文化ゾーン構想の推進 生涯学習課 49

 環境 自然環境 R6新規 ― 公共施設太陽光発電設備設置事業 環境保全課 ―

 環境 自然環境 R5新規 ― 市内建築物の脱炭素化（ＺＥＢ化・ＺＥＨ化）推進事業
公共施設マネジメント
推進課・環境保全課 50

 環境 自然環境 R5新規 ― ○　ソーラーカーポート設置事業 管財契約課 ―

 環境 自然環境 R4新規 ― ○　電気自動車の購入 管財契約課 ―
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 環境 自然環境 R4新規 支５ ※　公共施設への太陽光発電設備の導入調査 環境保全課 ―

 環境 自然環境 R4継続 ― ※　市民参画による緑化活動及び維持管理の推進 みどり公園課 ―

 環境 自然環境 R4継続 ― 太陽光発電等補助制度の実施 環境保全課 ―

 環境 生活環境 R8新規 育３ リチウムイオン電池等の常時回収拠点の整備 リサイクルプラザ 51

 環境 生活環境 R8新規 ― 事業用ごみ処理機（紙おむつ・生ごみ等）購入費用の助成 リサイクルプラザ 51

 環境 生活環境 R5新規 育３ ごみ収集ネットボックス購入費補助金 リサイクルプラザ 52

 環境 生活環境 R6新規 育３ 資源物収集所運用委託事業 リサイクルプラザ 52

 環境 生活環境 R4継続 ― 美化キャンペーン 環境保全課 ―

 環境 生活環境 R4継続 ― そ族昆虫駆除事業の補助 医療健康課 ―

 環境 生活環境 R4新規 ― ※　可燃ごみ混入雑がみ等分別袋配布事業 リサイクルプラザ ―

 環境 生活環境 R4新規 ― 可燃ごみ収集等効率化事業（草木等の資源化による可燃ごみの減量化） リサイクルプラザ 52

 環境 生活環境 R4継続 ― 粗大ごみの減量化、資源化事業 リサイクルプラザ ―

 環境 生活環境 R4継続 ― 食品ロスの削減 リサイクルプラザ ―

自治・行政 コミュニティ R8新規 育３ 令和８年度（仮称）綾瀬市民祭り
市民活動推進課
・商工振興課 53

自治・行政 コミュニティ R6新規 育３ 綾瀬市市民活動補償制度 市民活動推進課 ―

自治・行政 コミュニティ R4拡充 育３ ※　あやせ大納涼祭 市民活動推進課 ―

自治・行政 コミュニティ R4継続 育３ 市民活動応援補助金（きらめき補助金） 市民活動推進課 53

自治・行政 コミュニティ R4継続 育３ 市民活動センターあやせ 市民活動推進課 53

自治・行政 コミュニティ R4継続 育３ 市民協働事業 市民活動推進課 ―

自治・行政 コミュニティ R4継続 育３ 自治会ホームページ作成経費に対する補助金 市民活動推進課 ―

自治・行政 コミュニティ R7拡充 育２ 綾瀬市国際交流イベント補助金 市民活動推進課 54

自治・行政 コミュニティ R5新規 育２ ※　親子交流による多文化共生の推進 市民活動推進課 ―
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自治・行政 コミュニティ R4新規 育２ 外国人市民のための一元的情報提供・相談窓口 市民活動推進課 54

自治・行政 コミュニティ R4新規 育２ あやせウェルカムパックの配布 市民活動推進課 54

自治・行政 コミュニティ R4継続 育２ 日本語等の学習支援 市民活動推進課 ―

自治・行政 人権・平和 R6継続 ― 女性就労等支援事業補助金 市民活動推進課 ―

自治・行政 人権・平和 R4継続 ― 人権作文・ポスターコンクール 市民課 ―

自治・行政 人権・平和 R3新規 ― ※　男女共同参画標語・川柳コンクール 市民活動推進課 ―

自治・行政 人権・平和 R4継続 ― 平和展 市民課 ―

自治・行政 行政経営 R8新規 ― あやせいつでも電話応対事業 情報政策課 55

自治・行政 行政経営 R8新規 ― ＢＰＲ（業務改善）の実施 企画課・情報政策課 55

自治・行政 行政経営 R4新規 ― 総合計画2030の効果検証 企画課 ―

自治・行政 行政経営 R4新規 ― 綾瀬市市民納得度調査 企画課 ―

自治・行政 行政経営 R4新規 ― スマート自治体推進事業 情報政策課 56

自治・行政 行政経営 R4新規 ― 業務効率化の取組み 文書法務課 ―

自治・行政 行政経営 R3新規 ― 行政文書管理システムの運用 文書法務課 ―

自治・行政 行政経営 R8新規 ― 市民提案型協働事業 秘書広報課 57

自治・行政 行政経営 R3継続 育４ （再掲）光綾公園における特色を生かした魅力ある公園の運営 みどり公園課 57

自治・行政 行政経営 R5新規 育４ ばらで輝くまちあやせへの取組み 秘書広報課・管財契約課・市民課
・商工振興課・みどり公園課 ―

自治・行政 行政経営 R4継続 ― 東名高速道路シティプロモーション横断幕 秘書広報課 ―

自治・行政 行政経営 R3新規 ― ○　採用試験のリニューアル 職員課 ―

自治・行政 行政経営 R4新規 支５ コミュニティ供用施設再編事業 公共施設マネジメント推進課 58

自治・行政 行政経営 R4新規 支５ もみの木園建替え事業
公共施設マネジメント推進

課・障がい福祉課 ―

自治・行政 行政経営 R4新規 稼４ 綾瀬市中心市街地の活性化（リニューアル） 中心市街地振興課 ―
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自治・行政 行政経営 R4新規 稼４ 市民文化センターの再編
公共施設マネジメント推進

課・生涯学習課 ―

自治・行政 行政経営 R3継続 支５ 公共施設再編計画の推進 公共施設マネジメント推進課 58

自治・行政 行政経営 R7新規 ― 公共施設予約システムの更新・キャッシュレス化 スポーツ課・福祉総務課・
生涯学習課・医療健康課 59

自治・行政 行政経営 R6新規 ― 地域・まちづくりＤＸ 情報政策課 ―

自治・行政 行政経営 R5新規 ― 綾瀬市ＤＸ推進事業 情報政策課 59

自治・行政 行政経営 R4新規 ― 業務改革（ＢＰＲ）支援業務 企画課 ―

自治・行政 行政経営 R4新規 ― 公共施設Wi-Fi環境整備 管財契約課 ―

自治・行政 行政経営 R3拡充 ― タブレット会議の活用 情報政策課・議会事務局 ―
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